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那賀町職員採用試験（ 再追加募集） 案内令和７ 年度

受 付 期 間

第１ 次試験日

令和７ 年1 1 月６ 日㈭～令和７ 年1 1 月2 0 日㈭
８ 時3 0 分〜1 7 時まで（ 土日、 祝日を除く ）

⑴　 申し 込みは、 「 電子申請」 により 行っ てく ださ い。

⑵　 受付期間経過後の申し 込みは、 一切受付いたし ませんので十分注意し てく ださ い。

⑶　 自然災害等により 、 試験日程等を変更する場合は、

　 　 那賀町のホームページでお知ら せいたし ます。

　 ⑴　 申し 込みでき る 「 試験区分」 は一つに限り ま す。

　 ⑵　 申し 込み後は、「 試験区分」 の変更はでき ま せん。

１ ． 試験区分、 採用予定人員及び職務の内容

試　 験　 区　 分 採用予定人員 受 験 資 格

一 般 事 務
高等学校

卒業程度
６ 〜７ 名 平成元年４ 月２ 日から 平成20年４ 月１ 日に生ま れた者

保 健 師
短期大学

卒業程度
１ 名

平成元年４ 月２ 日以降に生ま れた者で、 保健師の免許を有する 者又は令

和８ 年３ 月31日ま でに当該免許を 取得する 見込みの者

※合格者の発表は、 一次試験、 二次試験と も に、 当町の指定する 掲示板に告示する と と も に、 合否に関わら ず文書

で通知し ま す。 合格発表及び第二次試験の実施時期については、 変更と なる 場合があり ま す。

２ ． 試験の日時、 試験種目、 試験場

試　 　 験　 　 日 試験区分 試 験 種 目 試　 験　 会　 場

第一次試験
令和７ 年12月３ 日㈬から

令和７ 年12月12日㈮ま で

基礎能力検査（ 60分）

事務能力検査（ 50分）

最寄り のテス ト センタ ー

（ 会場と 日時は、 各自で

指定し ていただき ま す）

【 第一次試験合格発表】 令和７ 年12月下旬以降

第二次試験 令和８ 年１ 月中旬予定 全職種

作文試験
那賀町地域交流センタ ー

（ 町役場本庁舎横）
口述試験

【 第二次試験合格発表】 令和８ 年１ 月下旬以降

令和７ 年1 2 月３ 日㈬～令和７ 年1 2 月1 2 日㈮

※テスト センタ ー方式により 実施し ます

　 テス ト センタ ー方式と は、 設定さ れた受験期間中の都合がよ い日時と 会場を予約し 、 受験し ていただく 方式です。

受験でき る 日時についてはテス ト センタ ー会場によ り 異なり ま す。 テス ト センタ ー方式の詳細については、 那賀町

ホームページに掲載し ていま す。

※テスト センタ ー方式について

３ ． 試験の方法及び内容

区　 　 　 分 試験の種類 内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容

第一次試験

基礎能力検査

（ 全職種）

文章読解力、 数的基礎知識、 論理的思考力、 社会常識、 基礎的な英語知識

などの基礎的知能検査を行います。

事務能力検査

（ 全職種）

６ 種類（ 照合、 分類、 言語、 計算、 読図、 記憶） の事務処理能力を測定する

検査

第二次試験

作文試験

（ 全職種）

公務員と し て必要な一般的な課題について、 課題に対する 理解力、 論理性、

文章によ る 表現力等を有する かど う かを見る ための試験を行いま す。

口述試験

（ 全職種）
主と し て、 意欲や態度など を見る ため、 個別面接を 行いま す。

身体検査
職務に必要な健康度について、 医療機関で受診し た健康診断書の提出を 求

めま す。

※「 作文試験」 に係る 課題作文は事前提出と いたし ま す。 なお課題作文の事前提出が期限ま でに無かっ た場合は、

辞退し たも のと し て取り 扱いま す。

⑴パソ コ ン又はス マート フ ォ ンなど で、 那賀町ホームページから 申込フ ォ ームへアク セス し てお申し 込みく ださ

い。 入力前に「 @ logo form .jp」「 @ cb t-s.com 」「 @n aka .i-tokush im a .jp 」 から のメ ールを 受信でき る よ う

設定をお願いいたし ま す。

⑵受験申込期間内（ 令和7年11月６ 日午前８ 時30分から 11月20日午後５ 時） に申込データ を 受信完了し たも の

に限り 受付手続き に移り ま す。使用さ れる パソ コ ンや通信回線上の障害等、ま たメ ンテナンス 等によ る サーバー

の停止によ り 申込みが完了し なかった場合においても 、 追加で受付を行いま せんので、 期限ま でに余裕を持っ

てお申し 込み下さ い。 入力途中であっても 、 申込期限の午後５ 時ま でに受信完了し なければ受付手続き はいた

し ま せん。

⑶申込時に入力し たメ ールアド レ ス に、 送信完了通知が送信さ れま す。 送信完了通知に記載さ れている 「 受付番

号」 が、 受験当日必要と なる 場合があり ま すので、 Ｅ メ ールの画面を印刷する か、 携帯電話・ ス マート フ ォ ン

の画面上で表示でき る よ う に準備し ておいてく ださ い。

⑷登録に使用する メ ールアド レ ス はパソ コ ン かス マート フ ォ ンのメ ールアド レ ス を 使用し てく ださ い。 フ リ ー

メ ールでも 可能です。 フ ィ ーチャ ーフ ォ ンのメ ールアド レ ス で申込みをさ れた場合、 メ ールが届かない場合が

あり ま す。 ま た、 メ ールアド レ ス を誤って登録し た場合も メ ールは届き ま せん。 こ れによ り 、 受験でき なかっ

た時の責任は負いま せん。

⑸申込みを開始し てから 完了する ま でに、２ 通のメ ール（ 送信完了通知と 受験票送信通知） が届き ま す。 こ のメ ー

ルが届かない場合は申込みが完了し ていま せんので、 ご注意く ださ い。

イ ンタ ーネッ ト の申込フ ォ ームについて

⑴申込フ ォ ームの申込内容を審査し 、 受付が完了し ま し たら 、 申込フ ォ ームに入力し たメ ールアド レ ス 宛に受験

票データ を送信いたし ま す。 土日、 祝日を除き ２ 〜３ 日経っても 届かない場合は、 那賀町役場総務課（ 0884-

62-1121） 職員採用試験担当ま で、 お問い合わせく ださ い。

⑵メ ールで受験票データ を受信し たら 、 A4サイ ズ（ 白色普通紙） に拡大・ 縮小をせず印刷し 、 申込み前3か月以

内に撮影し た正面向き 、 上半身、 脱帽の本人と 確認でき る 写真（ 縦4.5cm 、 横3.5cm )を 貼っ て、 試験当日必

ず持参し てく ださ い。

⑶試験当日、 受験票のない場合、 受験票に写真を貼っていない場合又は不鮮明、 その他受験写真と し て適当でな

い場合は、 受験でき ま せん。

受験票について

４ ． 受検手続
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那賀町立医療機関の存続が危ぶま れて いま す！
～ 持続可能で誰も が安心し て暮ら すこと のできる医療体制の構築に向けて ～

　 人口減少、 医療人材不足など、 町立医療機関を取り 巻く 環境は年々厳し さ を増し 、 町立医療機関を存続さ

せていく こ と が困難な状況になっ てきています。

　 今後も 那賀町に医療を残し 、 町民の皆さ んが末永く 安心し て暮ら すこ と のできる那賀町と し ていく ために

は、 町の医療体制を根本的に改革し ていく 必要があり ます。

　 そこ で、 町民の皆様にも 、 改革の検討にあたっ て前提と なる町立医療機関の現状についてご理解をお願い

いたし ます。

※数値はレ セプト 件数の割り 戻し によ り 算出

・ 上那賀病院・ 日野谷診療所・ 木頭診療所は： 週５ 日・ 月 2 0 日で算出

・ 木沢診療所： 週３ 日・ 月 1 2 日 ( 半日） で算出

・ 北川診療所： 週２ 日・ 月８ 日（ 半日） で算出

そこ で那賀町の医療の未来を考える会を設置し ます!
～ 希望の持て る 新た な 医療体制を 考え て いき ま せんか ～

　 現在の町の医療体制をどのよう に改革し ていけば、 人口減少が進行する中でも 持続可能で、 町民誰も が安

心できる医療サービスを提供できるのか、 那賀町医療体制のあるべき姿（ ビジョ ン） を見定めるこ と が喫緊

の課題と なっ ています。

　 そこ で、 こ の医療体制ビジョ ンについて議論するため、 町民・ 医療従事者・ 行政

による「 那賀町医療未来会議（ 仮称）」 を設置するこ と と し まし た。

　 こ の医療未来会議の設置に当たり 、 町民委員を募集し ます。

　 ぜひご応募いただき、 より 良い医療体制の構築に向け、 議論し ていきまし ょ う ！

こ れら の課題を 克服し 、 持続可能で、

医療サービ スの質も 向上する よ り 良い医療体制ビ ジョ ン の検討が必要です！

【  現在の診療体制 】

医　 療

機関名
診　 療　 日

　 医　 師
看護
師等

他の
医療職

事務
員等

勤務形態 人数 所　 属 診療科 人数 人数 人数

上那賀

病　 院

○月〜金

受付：  8 ： 3 0〜11： 30

　 　 　 14： 00 〜1 6： 30

常　 勤 5 徳島県保健福祉部 外科 ･ 内科 ･ 整形外科

29 7 1 1
非常勤

月 1 回〜

週 1 回程度

5

県立海部病院 ･ 徳島大学 ･

徳島赤十字病院 ･

個人医師

脳神経外科 ･ 内科 ･

整形外科 ･ 皮膚科 ･

循環器科

日野谷

診療所

○月〜金

受付：  8： 30 〜1 1： 30

　 　 　 14： 00 〜1 6： 30

常　 勤 1 那賀町 外科

5 3 6
非常勤

週 1 回〜

4 回程度

6
上那賀病院 ･

県立中央病院 ･ 亀井病院
内科 ･ 外科 ･ 整形外科

木　 沢

診療所

○火・ 水・ 木

受付： 13： 00 〜1 6： 30

非常勤

月 1 回〜

週 1 回程度

5

上那賀病院 ･

徳島県保健福祉部 ･

亀井病院 ･ 個人医師

内科 ･ 外科 ･ 整形外科 2

木　 頭

診療所

○月〜金

受付：  8： 30 〜1 1： 30

　 　 　 14： 00 〜1 6： 30

※火・ 木は8： 3 0 〜11： 3 0

常　 勤 1 徳島県保健福祉部 内科

2 1 3
非常勤

月 1 回〜

週 2 回程度

4

上那賀病院 ･ 徳島大学 ･

徳島赤十字病院 ･

戸田皮膚科

外科 ･ 歯科・ 内科 ･

皮膚科

北　 川

診療所

○火・ 木

受付： 14： 00 〜1 5： 00

非常勤

週 1 回程度
2 木頭診療所 ･ 上那賀病院 内科 ･ 外科 兼務 兼務

お問い合わせ先　 保健医療福祉課へき地医療戦略室　 TEL 0 8 8 4 － 6 2 － 1 14 1

【  外来診察患者数（ １ 日あたり ） の推移 】

（  町立医療機関全体）

【  入院患者数（ １ 日あたり ） の推移 】

（  上那賀病院 ）

医師の確保は容易ではなく 、　 県から の派遣をはじ め、

様々な医療機関から の派遣や応援によっ て日々の診療

が成り 立っ ています！

１ 日あたり の入院患者数は、 こ の 10 年間で 32 人

から 15 人へと 、 おおよそ 5 3％減少し ています。

【  人口減少率を上回る減少 】

１ 日あたり の外来患者数は、 こ の 1 0 年間で 2 33 人

から 1 38 人へと 、 おおよそ 41 ％減少し ています。

【  人口減少率を上回る減少 】

薬剤師や看護師な ど の医療ス タ ッ フ

も 、 確保が困難になっ てき ています！

※１ 　 H2 7 年 (2 0 1 5 年 ) 〜 R ６ 年 (2 0 2 4 年 ) の人口は、 県が直近の国勢調査結果確

定値を 基礎と し て、 住民基本台帳等に基づき、 1 0 月１ 日現在の人口を 推計（ 年

齢不詳等により 総数と 年齢別人口の合計と は一致し ない場合あり ）

※２ 　 R ７ 年 (2 0 2 5 年 ) 〜 R3 2 年 (2 0 5 0 年 ) の人口は、 国立社会保障・ 人口問題研究

所が R ２ 年 (2 0 2 0 年 ) 国勢調査を基に推計し た将来人口（ R5 .1 2 .2 2 公表資料）

那賀町の人口は、 こ の 10 年間でおおよそ 2 3％減少し 、

今後 2 5 年間で半減すると の予測があり ます。

◎町民委員の募集◎

　 ▶ 募集人数： 2 0 〜 2 5 名程度

　 ▶ 業務内容： 那賀町医療未来会議に委員と し て出

席し 、 議論に参画するこ と

　 ▶ 報酬・ 旅費等の支給： なし 　 　

　 ▶ 募集期間： 1 1 月 2 5 日㈫まで　 　 　

　 ▶ 応募方法： 右記のいずれかの方法でご応募く だ

さ い。

・ 右の二次元コ ード から 応募サイ ト に

アク セスし 、 必要事項を入力し 送信

・ 相生分庁（ 保健医療福祉課）・ 鷲敷

庁舎（ 住民課）・ 各支所に設置し て

いる応募用紙に必要事項を記入し 、

保健医療福祉課・ 住民課又は各支所に提出

　 ▶ 町民委員の選定： 町民委員は、 地域バラ ンス等

を 考慮の上選定し 、 応募者には、 1 2 月上旬を

目処に結果を通知し ます。
◎那賀町医療未来会議について◎

　 ▶ 第１ 回会議は 1 2 月中旬〜下旬に開催し 、 その

後、 議論の進捗に応じ て、 １ 〜２ か月に１ 回程

度開催する予定です。

　 ▶ 公開会議と し 、 町民委員以外の方の傍聴も 自由

です。

【  那賀町将来人口推計 】

実質的収支は、赤字額がこの10 年間で1.6 億円から

5 .0 億円へと、おおよそ3 .2倍に拡大しています。

【  単年度実質的収支 】

（ 町立医療機関全体）

2 4 時間救急や

休日夜間診療の実施どこ ろ か、

こ のままでは、

現状維持すら 困難！

那賀町
ホームページ

に掲載中
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Q A&

女性模擬議会
令和７ 年７ 月 　 主な質問とこ れに対する長や関係課等

の答弁の要旨は次のと おり です。 女性模

擬議会の様子を 視聴し たい方は、 こ ちら

の録画放送を御覧く ださ い。

私は 2021 年、 木頭地区に移住、 現在は

消滅寸前の蝉谷集落の復興活動に携わっ

ている。 こ のよう な役を 担う と 思ってい

なかったが、 本日はよろし く お願いする。

佐々木 芽生 女性模擬議長

議会や町政がどのよう に動いているの

か体験し 、 理解を 深める機会としてい

ただければと 思う 。 皆様の御意見に期

待している。

久川 治次郎 那賀町議会議長

玄蕃 穂歌
女性模擬議員

子ども ク ラ ブの安定的な運営について

人手不足や安全管理員の負担に対する待遇改善策、 また安定的、 継続的な運営のための対策は。 また、 木頭では長期休暇の預かり

時間が午後からと限定的であることやト モニアリーナへの移動負担が大きいため、各地域の体育館でのスポーツ教室開催を検討しては。Q

安全管理員は町の会計年度任用職員と いう 立場であるが、 地域や子供のために業務を行っ ていただいている。 待遇に関

し て十分ではないが、 地域の理解を得て安全管理員を確保し 、 安定的な運営ができ るよう 努めたい。 熱中症を考慮し 、

空調完備の総合体育館でスポーツ教室等を開催し ているが、子供たちの負担軽減につながるよう 各地域での開催を検討し たい。

A
 中元 祥夫 教育次長  

学校の ICT 教育について

タ ブレット 学習には利点と 欠点どちらも あるが、 具体的な情報リ テラシー指導の方法と 将来の

子供たちのビジョ ンを 伺う 。 また、 小学校低学年の負担軽減や書く 力及び読む力の育成、 視

力保護対策をどのよう に進めるのか。

Q

１ 人１ 台の学習端末と 高速ネッ ト ワーク を整備、 有害情報に触れないよう フ ィ ルタ リ ング機

能を充実し た上で時代に即し たＩ Ｃ Ｔ 教育を推進。 健やかな成長と 想像力豊かな心で、 世界

に羽ばたく 子供に育っ てほし い。 基本の「 読む、 書く 、 聞く 」 が重要と 考え、 新学習指導要領に従

い、 学校の特色を生かし たカ リ キュ ラ ムに取り 組むと 共に、 Ｉ Ｃ Ｔ 教育の推進を図り たい。

A
 中元 祥夫 教育次長  

１

瀧　  志穂
女性模擬議員

ふる里留学制度における教育支援の公平性と 将来的な地域定着への影響について

こ の制度は移住者に感謝さ れる一方、 既存住民から は格差が生じ ていると の声がある。 町民の心離れや転出、 U タ ー

ン意欲の低下を招きかねないと 懸念を抱く が、 より 多く の町民が納得するための町の方針を伺う 。Q

旧町村における文化財、伝統文化の把握及び保存、活用の進捗状況と 国庫補

助制度の活用状況、太布織継承を通じ た移住促進と 担い手育成について

那賀町の旧町村における文化資料整理保存計画の進捗状況はどうか。 また、 那賀町が世界に誇る太布織

を学ぶ移住者の受入促進や太布製造技法保存伝承会の負担軽減へ教育委員会の支援策を教えてほしい。Q

計画策定には、 委員会の文化行政だけでなく 、 文化資源を生かし た観光施策や地域活性化策

など、 多く のビジョ ンの持ち合わせが必要なこ と から 、 町と し ての方針を検討し ている。 太

布製造技法保存伝承会への支援は、 毎年活動運営費と し て町単独費で補助。 また保存伝承会と 協議

を行い、 技術の継承、 会員確保に向けて努めたい。

A
 中元 祥夫 教育次長  

２

令和４年４月１日開始のふる里留学制度は、 町外から の留学を促進し、 移住定住及び交流人口の拡大を図ることを目的としてい

る。 通学・ 学習・ 部活動などに対する補助、 給食費の一部無償化を図り 保護者負担の軽減に努めているが、 那賀町で暮らして

よかった、 住み続けたいと 思えるようにするため、 町関係機関、 住民、 議会の皆様と 連携を取り 、 今後のよりよい方向性を協議したい。

A
 中元 祥夫 教育次長  

那賀町議会から のお知ら せ

（ 模擬議員の各質問に対し て）

① ICT 教育は利点、 欠点を 考え な がら

推進し ていき たい。

②安全管理員確保や体育館エアコ ン整備

を進め、 子ども ク ラ ブの環境改善を図り たい。

③文化財の保存と と も に映像で残すこ と も 重要。 SN S 等での情

報発信に努める。

④移住者、 在住者双方に同様の支援ができるよう 、 し っ かり 検討

し たい。

⑤子育てについては ICT 等を 活用し 、 広い那賀町内での差を 縮

めていきたい。

⑥出産や出産までの妊婦対策は、公共交通機関の課題と併せてしっ

かり検討したい。また医療M aaSやオンライン診療との連携を考える。

⑦地域おこ し 協力隊は、 地域と 共に地域課題を解決するよい制度

なので、 中間組織がある県と も 一緒に何ができ るか考えたい。

４ 人の議員の皆様、 貴重な御意見あり がと う ございまし た。 議長

も 進行あり がと う ございまし た。

橋本 浩志 那賀町長

本日参加の皆様は全てＵ ・ Ｉ タ ーンの

方で、「 よそ者」 が町を 変えていく こと

を 今日も 体験し た。 議会は、 皆様と 行

政の間にいるべき立場なので、 本日の

御提案を深掘りし 、 詰めていきたい。

柏木 岳 那賀町議会副議長

ファレット  英里奈
女性模擬議員

上那賀病院で妊婦健診を受診できるよう になり ませんか

体調不良のと き に妊婦が近隣市に通院するのは負担が大き い。 上那賀病院での妊婦健診や妊婦タ ク シー助成など、 安心

し て妊娠、 出産できる環境整備をし てほし い。Q

上那賀病院で妊婦検診を定期的に実施するこ と は、 現状では産科医師の確保など難し い面があるが、 妊婦タ ク シー助成

など他町村の事例も 研究し ながら 「 住みやすい＝子育てし やすいまち」 を実現でき る施策を考えていき たい。A
 堤 貴昭 へき 地医療戦略室長 

保健センタ ーでは、 １ 歳未満の乳児を対象と し た乳児健診や乳児相談及び栄養相談を年に３ 回、 また地域子育て支援セ

ンタ ーやあいおいこ ども 園においても 育児相談等を随時実施し ている。 初めての出産や育児は不安なこ と がたく さ んあ

ると 思う が、 今後も 心配なこ と 不安なこ と があれば、 どんなこ と でも 相談いただき たい。

A
 松崎 朱美 保健センタ ー長 

なぜ那賀町上流域には子育て支援センタ ーがないのでし ょ う か

木頭地区には子育て施設が少なく 、鷲敷地区の子育て支援センターまでは車で約1 時間かかり、

子育て中、 孤独を感じ ること がある。 環境改善策として、 助産師訪問や支援イベント を開催し

ては。 また、 産後ケア事業の回数増が十分に周知さ れていないのでは。

Q

上流域への子育て支援センタ ー設置は、 人材確保等から 難し い。 その他支援と し て、 各認定

こ ども 園で行う 子育て支援の活用や、 旧桜谷小学校での「 出張ひろ ば」 の取組を推進し てい

る。 また、 助産師の訪問支援を実施し ているので利用し てほし い。

A
 登 健司 すこ やか子育て課長 

３

藤本 雪絵
女性模擬議員

地域おこ し 協力隊制度運用のサポート 組織の提案について

当制度の現在における導入目的は何か。 卒業隊員の活動評価及び地域や受入団体から の意見

はあるか。 行政や受入団体、 地域と 連携し 、 隊員の伴走支援する卒業隊員を中心とし た中間

組織の設立への効果や懸念事項はあるか。

Q

退任後も 町内で定住及び活動の継続を 目的と し ている 。 受入団体から は「 情報共有のため、

隊員が開催し ているミ ーティ ングに参加し たい」 と の要望が出ている。 地域性等を考慮し た

場合、 地域で活動し 精通さ れた法人等の協力が必要になるので、 現役隊員の意見も 取り 入れて、 今

後も お声がけと 業務説明をし たい。

A
 三好 俊明 みら いデジタ ル課長 

４
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日　 時 会 議 名 内　 　 容

９ 月 4日 本会議

開議

会議録署名議員の指名

議案等の説明・ 質疑・ 討論・ 採決

委員会付託議案等の説明・ 質疑

議員派遣について

議会改革特別委員会中間報告について

医療体制特別委員会中間報告について

９ 月 5日 本会議 一般質問について

９ 月 8日 本会議 一般質問について

９ 月 9日 産業厚生常任委員会 付託議案審査並びに所管事項調査

９ 月10日 総務文教常任委員会 付託議案審査並びに所管事項調査

９ 月11日 決算認定審査特別委員会
監査報告

11 会計の決算に対する 審査

９ 月16日

議会運営委員会
常任委員会の所管事項の見直し について

その他

地域活性化包括連携協定

及び地域活性化起業人に

関する 効果と 課題を検証

する 特別委員会

地域活性化包括連携協定及び地域活性化起業人に関する効果と 課題について

その他

９ 月17日 全員協議会

9/16 開催　 議会運営委員会報告事項について

9/16 開催　 地域活性化包括連携協定及び地域活性化起業人に関する 効果

と 課題を検証する 特別委員会報告事項について

研修、 視察等に関する プロ ジェ ク ト チームの確認について

各プロ ジェ ク ト チームの経過報告について

発議、 発委等について

【 議員間自由討議】

その他

９ 月19日 議会改革特別委員会

議会内における タ ブレ ッ ト 等の取扱いについて

議員報酬と 議員定数の在り 方に関する 振返り について

町長給料の見直し について

その他

９ 月22日 本会議

委員長報告

委員長報告に対する 質疑・ 討論・ 採決

追加議案等の説明・ 質疑・ 討論・ 採決

議会改革特別委員会中間報告について

地域活性化包括連携協定及び地域活性化起業人に関する 効果と 課題を検証

する 特別委員会中間報告について

散会

９ 月定例会議並びに会議の開催状況について令和７ 年

那賀町
ホームページ

に掲載中９ 月定例会議一般質問通告一覧表【 令和７ 年９ 月５ 日、８ 日】

質問順 質問者 質　 問　 内　 容

１ 前田　 貞好 議員

複式簿記のメ リ ッ ト

ホームページのリ ニュ ーアル後の推移と 今後の施策

情報の一元化、 見える 化

役場の研修制度の充実

２ 田村　 信幸 議員

本町のＧ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール構想の成果と 課題について。 ま た、 今後国・ 県が進めよ う と し

ている 「 学校現場における 生成Ａ Ｉ の適切な利活用」 への対応と 展望は。

町立病院の救急再開・ 持続可能な医療体制の構築と いう 難題に、 町民の理解が第一であ

る が、 こ れま での取り 組みと 今後の方向性を伺う 。

「 四季美谷温泉」 の営業再開に向けての方策及び新指定管理者応募への現状と 課題につ

いて。

３ 野口　 　 穗 議員

奥木頭の公共施設の北川小学校の維持管理はどう なっている のか？

奥木頭の公共施設の北川公民館の維持管理はどう なっている のか？

雄地籍調査の送り 込みはいつでき 、 遅れた責任は

那賀町に道路整備会社を作れないか

４ 柏木　 　 岳 議員

町長以下行政職員の視察報告は、 あら ゆる 調整関係者に共有さ れている か

町を活性化策を引っ提げて、「 令和の虎」 に応募せよ

神山の成功事例を真似する だけでいい。 真似さ えし ないのか？

ハロ ーワ ーク は弱い。 移住希望者へ仕事を斡旋する ワ ンス ト ッ プサービス を作れ。

５ 連記かよ 子 議員
遊休施設、 遊休地の活用について

那賀町のＩ Ｃ Ｔ シス テム「 みま も る く ん」 について

６ 新居　 敏弘 議員

生活保護基準引き 下げは違法と の最高裁判決に関し 、 就学援助制度への影響等について

就学援助制度の改善について

マイ ナ保険証のト ラ ブルについて

国民健康保険資格確認書について

大規模災害に備え、 木造仮設住宅の供給体制構築について

７ 重　 　 陵加 議員

医療政策について

女性議会よ り 住民自治の実現①放課後こ ども ク ラ ブについて

女性議会よ り 住民自治の実現②文化活動について

女性議会よ り 住民自治の実現③子育て支援拠点について

森林環境譲与税と 町の林業行政における 雇用創出のビジョ ンについて①

森林環境譲与税と 町の林業行政における 人材育成のビジョ ンについて②

那賀川の堆砂や生活用水の維持管理など、 水行政のビジョ ンについて

那賀町
ホームページ

に掲載中
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◆　 議案及び議決結果一覧表　 ◆

９ 月定例会議について令和７ 年

　 提出さ れた議案は、 次のと おり 議決さ れま し た。

那賀町
ホームページ

に掲載中

議案番号 議 案 名 議員 議決結果

議案第44号
令和７ 年度那賀町一般会計補正予算（ 第４ 号） について

全会一致 原案可決
◎277,257千円追加し 、 総額10,538,152千円と する

議案第45号
令和７ 年度那賀町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（ 第２ 号） について

全会一致 原案可決
◎2,663千円追加し 、 総額445,100千円と する

議案第46号
令和７ 年度那賀町介護保険事業特別会計補正予算（ 第２ 号） について

全会一致 原案可決
◎6,750千円追加し 、 総額1,835,505千円と する

議案第47号
令和７ 年度那賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（ 第１ 号） について

全会一致 原案可決
◎20,000千円追加し 、 総額249,238千円と する

議案第48号
令和７ 年度那賀町立上那賀病院事業会計補正予算（ 第１ 号） について

全会一致 原案可決
◎3,771千円追加し 、 総額625,931千円と する

議案第49号
令和７ 年度那賀町集落排水事業会計補正予算（ 第２ 号） について

全会一致 原案可決
◎1,971千円追加し 、 総額155,404千円と する

議案第50号
物品購入契約の締結について

全会一致 原案可決
（ 令和７ 年度 電源立地地域対策交付金事業相生小学校空調機器購入）

議案第51号
物品購入契約の締結について

全会一致 原案可決
（ 令和７ 年度 町単独小中学校校務用パソ コ ン購入）

議案第52号

那賀町監査委員条例の一部改正について

全会一致 原案可決監査委員の内１ 名を「 議員のう ちから 選任し ないこ と ができ る 」 こ と を追

加し 、 一部改正する も の

認定第３ 号 令和６ 年度那賀町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第４ 号 令和６ 年度那賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第５ 号 令和６ 年度那賀町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第６ 号 令和６ 年度那賀町ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第７ 号 令和６ 年度那賀町財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第８ 号 令和６ 年度那賀町立上那賀病院事業会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第９ 号 令和６ 年度那賀町工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第10号 令和６ 年度那賀町簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

認定第11号 令和６ 年度那賀町集落排水事業会計歳入歳出決算の認定について 全会一致 認　 　 定

諮問第１ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 全会一致 適　 　 任

諮問第２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 全会一致 適　 　 任

発委第６ 号 那賀町議会の会期等に関する 条例の一部改正について 全会一致 原案可決

報告第19号 令和６ 年度株式会社き と う むら の経営状況について

報告第20号 令和６ 年度健全化判断比率について

報告第21号 令和６ 年度資金不足比率について

◎各議員の賛否（ 賛否の分かれた議案）　 賛成…〇　 反対…×

議案番号 議案名
亀
井

髙
木

重
前
田

野
口

静
田
村

山
上

柏
木

田
中

・・
田

連
記

新
居

久
川

結
果

請願第３ 号

那賀町議会議員定数を 安易に削

減し ないこ と およ び議員報酬引

き 上げを 目指し た継続的な協議

に関する 請願書について

○ × ○ ○ - × × × ○ ○ ○ × 〇
議
長

採
択

請願第４ 号

那賀町議会議員立候補予定者

を 紹介する 番組を ケーブルテ

レ ビ で放送する こ と に関する

請願書について

○ ○ ○ ○ - × ○ × ○ ○ ○ × ×
議
長

趣
旨
採
択

陳情第４ 号

「 徳島県平和の日」 の条例制

定を 求める 意見書の提出を 求

める 陳情について

○ ○ ○ ○ - ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〇
議
長

採
択

発委第３ 号
那賀町議会会議規則の一部改

正について
○ ○ ○ ○ - × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

議
長

可
決

発委第４ 号
「 徳島県平和の日」 の条例制

定を求める 意見書について
○ ○ ○ ○ - ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議
長

可
決

発委第５ 号
時間外救急再開へ向けた提言

について
○ ○ ○ ○ - × ○ × ○ ○ × ○ 〇

議
長

可
決

認定第１ 号
令和６ 年度那賀町一般会計歳

入歳出決算の認定について
○ ○ × ○ - ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

議
長

認
定

認定第２ 号

令和６ 年度那賀町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について

○ ○ × ○ - ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×
議
長

認
定

鷲敷郵便局一時閉鎖のお 知ら せ
　 いつも 郵便局をご利用いただきまし て、 誠にあり がと う ございます。 こ の度、 鷲敷郵便局は

2 0 2 5 年 1 1 月８ 日から 2 02 6 年２ 月１ 日（ 工事進捗状況によ り 閉鎖期間延長の可能性があ

り ） まで、郵便局耐震化工事に伴い一時閉鎖するこ と と なり まし たので、お知ら せいたし ます。

（ ATM も 含めて一時閉鎖と なり ます）

　 ご迷惑をおかけいたし ますが、 近隣の郵便局及び ATM をご利用いただきますよう 、 よろし く

お願い申し上げます。

郵便局名 平　 　 日 土 曜 日 日曜日・ 祝日

阿井郵便局

窓
口

郵　 　 　 便 9： 0 0 〜11： 3 0 ／ 12： 3 0 〜17： 0 0
取扱なし

取扱なし貯金・ 保険 9： 0 0 〜11： 3 0 ／ 12： 3 0 〜16： 0 0

ATM 9： 0 0 〜17： 30 9： 0 0 〜12： 3 0

延野郵便局

窓
口

郵　 　 　 便 9： 0 0 〜17： 0 0
取扱なし 取扱なし

貯金・ 保険 9： 0 0 〜16： 0 0

ATM 8： 45 〜18： 0 0 9： 0 0 〜17： 0 0 9： 0 0 〜12： 3 0

阿南山口郵便局

窓
口

郵　 　 　 便 9： 0 0 〜17： 0 0
取扱なし

取扱なし貯金・ 保険 9： 0 0 〜16： 0 0

ATM 9： 0 0 〜17： 3 0 9： 0 0 〜12： 3 0

1 0広報なか11 広報なか 1 0広報なか11 広報なか



（ ６ ）　 一般行政職の級別職員数の状況

令和７ 年４ 月１ 日現在 令和６ 年4月1日

級区分 標準的な職務の内容 職員数 構成比(% ) 職員数 構成比(% )

6 参事・ 困難な業務を処理する 課長 24 17 .1 23 16 .3

5 課長・ 主幹・ 課長補佐 38 27 .1 40 28 .4

4 主査・ 困難な業務を 分掌する 係長 13 9 .3 16 11 .3

3
係長・ 主任・ 特に経験を必要と する
業務を行う 主事

26 18 .6 22 15 .6

2 経験を必要と する業務を行う 主事 11 7 .9 8 5.7

1 主事・ 主事補・ 技師補 28 22 .7 32 22 .3

合　 　 　 　 　 　 計 140 102 .7 141 99 .6

※那賀町の職員の給与に関する条例に基づく 給料表の級区分によ る 職員数です。
※標準的な職務の内容と は、 それぞれの級に該当する 代表的な職務を 示し ています。
※各欄の数値は、 地方公務員給与実態調査によ り 抜粋し たも のです。

（ ７ ）　 職員手当の状況　 制度の状況（ 令和７ 年４ 月１ 日現在）

手当の種類 支　 　 給　 　 内　 　 容　 　 等

扶養手当

・ 配偶者 月 3,000円
・ 子（ 22歳まで） 月11,500円
・ 父母等 月 6,500円
・ 特定期間の加算　 子のう ち15歳から 22歳の者は、 5,000円加算

通勤手当

通勤のために自動車等を 使用し 、 距離片道２ キロメ ート ル以上の
者に支給する。
・ ２ ㎞以上６ ㎞未満 　 4,200円
・ ６ ㎞以上10㎞未満 　 6,000円
・ 10㎞以上14㎞未満 　 8,400円

※以上４ ㎞毎に段階的に2,500
円から 2,800円増額

住居手当

居住するための住宅を借り 受け、 使用料を支払っ ている場合に支給する。
　 家賃額（ 月） 　 　 住居手当支給額（ 月）
・ 25 ,000円以下 → 家賃額− 14,000円
・ 25,000円超59,000円未満 →（ 家賃額− 25 ,000円)×1/2+ 11,000円
・ 59 ,000円以上 → 28,000円

管 理 職
手 当

職区分 職務の級 区　 分 管理職手当額 備考

行政職

６ 級
参事 49,400円

課長 職に応じ て30,000円から 40,000円

５ 級
課長 職に応じ て25,000円から 30,000円

課長補佐 23,500円

４ 級 課長補佐 21,200円

医療職 職務の級と 職に応じ て給料月額の５ ％から 30％を支給する。

時 間 外
勤務手当

等

時間外勤務の種類
時間外勤務手当１ 時間の算出＝

給料の時間単価×下記の支給割合

勤務日の時間外勤務 100分の125

勤務日の時間外勤務（ 月60時間超過） 100分の150

土曜日等の時間外勤務 100分の135

土曜日等の時間外勤務（ 月60時間超過） 100分の150

土曜日等の時間外勤務のう ち週休日振替分 100分の35

午後10時から 翌日午前５ 時までの勤務 上記の率にそれぞれ100分の25を 加算

宿 日 直
手 当 等

宿・ 日直一回につき

本庁、 支所 　 4,400円

病　 　 　 院 5,600円

医　 　 　 師 20,000円

看　 護　 師 　 10 ,000円

期末勤勉
手 当

（ 令 和 ６
年 度 支
給 実 績 ）

支給時期 期末手当支給月数 勤勉手当支給月数

６ 月期 1.225月 1.025月

12月期 1.275月 1.075月

１ 年間計 2.50月 2.10月

※役職により 給料月額の５ ～15％が手当基礎額に加算さ れます。

特殊勤務
手 当

名　 　 　 　 称 算定方法 支給割合又は月額

医　 師

病院長・ 診療所長
給料月額と 扶養手
当月額を加算し た
額に右記に掲げる
支給割合を乗じ て
算定する

30% 以内

医長・ 所長補佐 15% 以内

医師臨床手当 10% 以内

医師危険手当 5% 以内

医師放射線手当 5% 以内

医師時間外勤務時間
診療業務従事手当

毎月定額
月額150,000円

以内

特殊勤務
手 当

看護師
主任看護師

毎月定額

月額5,000円

看護師危険手当 月額3,000円

その他

放射線技師 月額5,000円

薬剤師 月額3,000円

理学療法士 月額3,000円

作業療法士 月額3,000円

管理栄養士 月額3,000円

検査技師 月額3,000円

介護補助・ 看護補助
業務従事手当

月額3,000円

消　 防
職　 員

救急救命士手当 毎月定額 月額3,000円

潜水手当
人命救助等の潜水作
業に従事し た時間

１ 時間当たり
310円

徳島県防災ヘリ コ プ
タ ー搭乗派遣手当

毎月定額 月額6,000円

犬猫鹿等死体処理作業従事職員 １ 回定額 １ 回1,000円

感染症防疫等
作業従事手当

ー １ 日定額 １ 日1,000円

地域手当 医師（ 給料＋管理職手当＋扶養手当）×16% 　 一般職　 国に準ずる（ 徳島市2％等）

初任給調整手当 採用１ 年目から 35年以内の医師に支給　 月額416 ,600円以内

退職手当

勤続年数
事　 　 　 由

自己都合 定年・ 応募認定

勤続20年 19 .66950月分 24.586875月分

勤続25年 28 .03950月分 33.270750月分

勤続35年 39 .75750月分 47.709000月分

最高限度 47.70900月分 47.709000月分

※定年前早期退職時　 退職手当の基礎と なる額に２ ％から 最大で30％の加算があり ます。

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任し ています。

（ ８ ）　 特別職の報酬等の状況
　 令和６ 年度の状況は次のと おり です。 　 （ 単位： 円）

区　 　 　 分 給　 料　 月　 額　 等

給 　 料

町 　 長 723 ,000

副 町 長 578 ,400

教 育 長 532 ,500

報　 　 酬

議 長 255 ,900

副 議 長 218 ,100

常任委員長 200 ,200

議会運営委員長 200 ,200

議 員 182 ,000

期末手当
（ 令 和
６ 年 度
実 績 ）

町 　 長 ６ 月期 1.45月

※給料又は報
酬 月 額 の
15 ％ が 期
末手当の基
礎額に加算
さ れます。

副 町 長 12月期 1.50月

教 育 長 合　 　 計 2.95月

議 長 ６ 月期 1.45月

副 議 長 12月期 1.50月

議 員 合　 　 計 2.95月

退職手当

町 　 長 在職一ｹ月につき 43.50/100
※退職手当の支給時

期は任期満了時又
は退職時です。

副 町 長 在職一ｹ月につき 25.75/100

教 育 長 在職一ｹ月につき 20.00/100

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任し ています。

３ ． 勤務時間その他の勤務条件の状況
（ １ ）　 一般職員の勤務時間の状況

令和６ 年度

１ 週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

38時間45分 8時30分 17時15分 12時00分～13時00分

※１ 日の勤務時間は、 午前８ 時30分から 午後５ 時15分までの１ 日７ 時間45分、 週38

時間45分勤務で、 原則週休２ 日制と なっ ています。 町民サービ スの向上、 業務の効

率化、 経費の削減等の目的で、 勤務時間を 振替し て、 勤務時間帯を ずら し たり 、 交

代で勤務するなど、 業務内容によっ て異なる勤務形態を 取る部署も あり ます。

（ ２ ）　 休暇制度の概要（ 令和７ 年４ 月１ 日現在）

○年次休暇　 １ 年につき 最高20日間付与さ れ、 残日数は20日を 限度と し て翌

年に繰り 越すこ と が出来ます。

○傷病休暇　 療養のため勤務し ないこ と が、 やむを得ないと 認めら れる必要最

小限度の期間。（ 90日以内）

（ ５ ）　 初任給基準（ 令和７ 年 4 月 1 日現在） （ 単位： 円）

職　 種　 区　 分 試験の種類 学歴免許等 級　 号俸 給料月額

一般行政職

上　 級 大学卒 １ − 25 220 ,000

中　 級
短大３ 卒 １ − 19 210 ,600

短大２ 卒 １ − 15 204 ,400

初　 級 高校卒 １ − ５ 188 ,000

技能労務職
技能職 高校卒 １ − 13 205 ,000

労務職 高校卒 １ − １ 185 ,700

（ ２ ）　 職員の採用状況 （ 単位： 人）

採用年月日 職　 　 種 男 女 合計 備　 　 　 　 考

令和６ 年
４ 月１ 日

行　 政　 職 4 6 10
(消防士・ 看護師含む）
医師４（ 県併任）

医　 療　 職 2 2

技能労務職 0

計 6 6 12

令和７ 年
４ 月１ 日

行　 政　 職 6 2 8
(消防士、看護師他含む）
医師 2（ 県併任）

医　 療　 職 3 2 5

技能労務職 0

計 9 4 13

（ ４ ）　 職員の退職状況 （ 単位： 人）

退職年度 職　 　 　 　 　 種 男 女 合計 備　 考

令和５ 年度中

定年退職 1 1

勧奨退職 2 2

普通退職（ 自己都合） 等 4 1 5 医師含む

計 4 4 8

令和６ 年度中

定年退職 7 2 9

勧奨退職 1 3 4

普通退職（ 自己都合） 等 6 5 11 医師含む

計 14 10 24

（ ３ ）　 再任用の状況 （ 単位： 人）

採用年月日 職　 　 種 男 女 合計 備　 　 　 　 　 考

令和６ 年
４ 月１ 日

行　 政　 職 3 3 内１ 名短時間

医　 療　 職 0

技能労務職 5 5

計 3 5 8

令和７ 年
４ 月１ 日

行　 政　 職 3 1 4

医　 療　 職 0

技能労務職 1 4 5

計 4 5 9

（ ５ ）　 部局別職員数 （ 単位： 人）

部　 局　 別
令和６ 年
４ 月１ 日

令和７ 年
４ 月１ 日

条例に 定める 職員定数
令和７ 年４ 月１ 日現在

町 長 の 事 務 部 局 234 226 250

議 会 の 事 務 部 局 2 2 3

教育委員会の事務部局 22 20 30

農業委員会の事務部局 1 1 1

監査委員の事務部局 1 1 3

消 防 職 員 36 35 35

合計職員数 296 285 322

　 イ  非常勤職員数 （ 令和７ 年４ 月１ 日現在）（ 単位： 人）

定年前再任用短時間勤務職員 臨時的任用職員

週23.25時間 町 費 教 員 10

病院・ 診療所等 1

計 1 計 10

（ １ ）　 職員の総数

　 ア 常勤職員数 （ 単位： 人）

区　 　 分
令 和 ６ 年
４ 月１ 日
職 員 数

令和６ 年４ 月２ 日以降
令和７ 年
４ 月１ 日
採用者数

再 任 用 者 数
（ ）は う ち
短 時 間

区分間の
異動者数

令和７ 年
４ 月１ 日
職 員 数

備
考採用者数

退職者数
（ 　 ）はう ち

再 任 用

本 庁 等 205 16（ 2） 7 196

病院・ 診療所等 55 7（ 0） 6 54

消 防 36 1（ 0） 0 35

合計職員数 296 0 24（ 2） 13 0 0 285

※職員数は、 町長、 副町長、 教育長、 再任用（ 短時間勤務） は、 除いています。
※非常勤職員・ 臨時的に雇用さ れた職員は含まれていません。

１ ． 職員の任免及び職員数に関する状況
（ ６ ）　 部門別職員数の状況 （ 各年４ 月１ 日現在　 単位： 人）

区　 　 　 　 　 分 職　 　 員　 　 数 対前年増減数

部　 　 　 　 　 門 令和５ 年 令和６ 年 令和７ 年 令和６ 年 令和７ 年

一般行政部門

議 会 2 2 2 0 0

総 務 47 46 47 ▲ 1 1

税 務 5 5 5 0 0

民 生 57 57 53 0 ▲ 4

衛 生 33 33 31 0 ▲ 2

労 働 0 0 0 0 0

農林水産 18 17 15 ▲ 1 ▲ 2

商 工 5 5 5 0 0

土 木 10 11 11 1 0

小 計 177 176 169 ▲ 1 ▲ 7

特別行政部門

教 育 22 22 20 0 ▲ 2

消 防 34 36 35 2 ▲ 1

小 計 56 58 55 2 ▲ 3

公営企業等会計
部　 　 　 　 　 門

病 院 54 55 55 1 0

水 道 0 0 0 0 0

そ の 他 7 7 6 0 ▲ 1

小 計 61 62 61 1 ▲ 1

合　 　 　 　 計 294 296 285 2 ▲ 11

※職員数は、 各年度の4月1日現在定員管理調査に基づき 算出し ています。 ただし 、 町長、 副町長、
教育長、 暫定再任用（ 短時間勤務） は、 除いています。

※非常勤職員・ 臨時的に雇用さ れた職員は含まれていません。

２ ． 職員の給与の状況

（ １ ）　 人件費の状況（ 普通会計決算） （ 単位： 千円）

区　 　 分 歳出額 実質収支 人件費 人件費率

令和６ 年度 10 ,519 ,252 580 ,416 2 ,228 ,562 21.1%

※人件費には、 議員、 委員等報酬、 特別職に支給さ れる 給料及び市町村職員共済組合負担金等を 含
みます。

（ ３ ）　 ラ スパイ レス指数

年　 度 各年４ 月１ 日現在

Ｒ ２ 96 .6

Ｒ ３ 95 .3

Ｒ ４ 95 .1

Ｒ ５ 95 .4

Ｒ ６ 95 .3

※ラ スパイ レ ス指数と は、 国家公

務員の給与水準を 100と し た場

合の地方公務員の給与水準を 示

す指数を 言います。

（ ４ ）　 職員の平均給与額 （ 単位： 円）

会計年度 職種区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

令和６ 年度

一般行政職 42.9 312 ,600 371 ,600

医 師 職 38.8 432 ,000 1 ,234 ,100

技能労務職 55.1 279 ,400 306 ,600

令和７ 年度

一般行政職 43.3 323 ,600 383 ,100

医 師 職 37.0 452 ,000 1 ,251 ,000

技能労務職 55.4 277 ,300 303 ,200

※平均給料月額と は、 各年度の４ 月１ 日現在における 各職種ごと の職員の基本給の平均です。
※平均給与月額と は、 給料月額と 毎月支払われる 扶養手当、 通勤手当、 地域手当、 住居手当、 時間

外勤務手当、 宿日直手当などの諸手当の額を合計し たも のです。
※各欄の数値は、 地方公務員給与実態調査により 算出し たも のです。

人事行政の運営等の
状況の公表

「 那賀町人事行政の運営等の

状況の公表に関する 条例」 に

基づき、その概要を公表します。

（ ２ ）　 職員給与費の状況（ 普通会計予算） （ 単位： 千円）

区　 分
職員数
（ Ａ ）

給　 　 　 与　 　 　 費

報　 酬 給　 料 職員手当 期末・ 勤勉手当 計（ Ｂ ）

令和７ 年度 326人 108,018 1 ,051 ,802 174 ,523 431 ,662 1 ,766 ,005

※給与費は、 令和７ 年度一般会計予算書及び
　 令和７ 年度ケーブルテレビ 事業特別会計予算書に計上さ れた数値です。
※会計年度任用職員に支給さ れる 報酬、 給料等を 含みます。

１ 人当たり 給与費
（ Ｂ ）／（ Ａ ）

5 ,417

　 ウ 会計年度任用職員数

フルタ イム会計年度任用職員

清掃作業員 6
保 育 教 諭 11
管理栄養士 1
看護師／介護補助 10
介護支援員 2
館 長 1
医療事務補助 0

計 31

（ 令和７ 年４ 月１ 日現在）（ 単位： 人）

パート タ イ ム会計年度任用職員

一般事務補助 18 看護師／看護補助 13

専門事務補助 11 医 療 技 術 職 2

地域おこ し 協力隊 8 普通／特殊作業員 8

集 落 支 援 員 1 調 理 員 9

移住定住支援員 2 施設作業員等 6

保育教諭／補助 5 単純な事務補助 1

計 84
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８ ． 競争試験及び選考の状況
令和６ 年度実施　 職員採用競争試験の受験者及び合格者　 　 　 　 　（ 単位： 人）

区　 分
受　 験　 者　 数 合　 格　 者　 数

う ち男性 う ち女性 う ち男性 う ち 女性

一 般 事 務 24 18 6 5 3 2

一 般 事 務
（ 障がい）

2 2 0 0 0 0

管理栄養士 0 0 0 0 0 0

保 育 教 諭 0 0 0 0 0 0

看 護 師 2 1 1 2 1 1

消 防 職 員 0 0 0 0 0 0

理学・ 作業療法士 2 2 0 1 1 0

合 計 30 23 7 8 5 3

選考によ る 採用はあり ません。

９ ． 勤務条件に関する措置の要求の状況
　 令和６ 年度措置要求はあり ません。

10． 不利益処分に関する不服申立ての状況
　 令和６ 年度該当はあり ません。

４ ． 職員の分限及び懲戒処分の状況
（ １ ）　 分限処分者数

　 分限処分は、 公務の能率を 維持し 適正に運営するため、 一定の事由がある場

合に、 職員の意に反し て身分上の不利益処分を行う も のです。 令和６ 年度の分

限処分は次のと おり です。 （ 単位： 人）

処分の事由 免職 休職 降任 降給 合計

１ 　 勤務成績が良く ない場合 0 0 0 0 0

２ 　 心身の故障のため 0 4 0 0 4

３ 　 職に必要な適格性を欠く 場合 0 0 0 0 0

合　 　 　 　 計 0 4 0 0 4

（ ２ ）　 懲戒処分者数
　 懲戒処分は、 職員に法令や職務上の義務違反や非行があっ た場合に、 職員に

対し 道義的責任を問う も ので、 地方公共団体の規律を守り 公務遂行の秩序を維

持するこ と を目的と し ています。 （ 単位： 人）

処分の事由 免職 停職 減給 戒告 合計

１ 　 法令に違反し た場合・ 全体
の奉仕者たるにふさ わし く な
い非行のあっ た場合

0 1 0 0 1

２ 　 職務上の義務に違反し 、 又
は職務を 怠っ た場合

0 0 0 0 0

合　 　 　 　 計 0 1 0 0 1

○　 外部研修

研　 修　 の　 種　 類 受講者数（ 人）

一般研修

新規採用職員（ 前後期） 9

職員Ⅰ 0

職員Ⅱ 0

係長級 0

課長補佐級 1

課長級 2

特別研修

職場のク レ ーム対応力向上研修 0

民間企業に学ぶ変革リ ーダー研修 0

住家被害認定調査員研修 0

契約事務研修 3

財務事務研修 0

組織の業務改革（ BPR） 研修 0

育休等復帰支援講座 0

再任用・ 定年延長者受入研修 0

災害マネジメ ント 支援員講座 4

発達が気になる子と 保護者支援講座 1

法制執務講座 2

事例で学ぶ民法講座 1

自然災害のリ スク マネジメ ン ト 講座
（ 南阿波定住自立圏共生ビ ジョ ン 取組事業）

4

メ ンタ ルヘルス研修 4

マイ ナン バー研修 1

合　 　 　 　 　 計 32

６ ． 研修及び勤務成績の評定の状況
（ １ ）　 研修の状況　 令和６ 年度の研修の状況は次のと おり です。

○　 内部研修

研　 修　 の　 内　 容 受講者数（ 人）

新規採用職員研修
町行政における業務内容等、 事業に
ついて（ 全部署）

9

合　 　 　 　 　 計 9

７ ． 職員の福祉及び利益の保護の状況
　 那賀町では、職員の福利厚生制度と し て、町内医療機関での健康診断を 受け

た場合や人間ド ッ ク を 受検し た場合は費用の一部助成を行ってます。

令和６ 年度受診者数

区　 　 　 分 受診者数（ 人） 備　 　 　 考

人間ド ッ ク 214 脳ド ッ グを含む

健康診断 71 医療機関受診人数

（ ３ ）　 休暇等の取得の状況

令和６ 年１ 月１ 日から 令和６ 年12月31日までの
年次有給休暇の取得日数

一般の事務職平均
12.9日

令和６ 年度介護休暇の取得者数 １ 人

令和６ 年度育児休業の取得者数（ 継続者も 含む） 15人
（ ２ ）　 令和６ 年度勤務成績の評定の状況は次のと おり です。

勤務成績証明者 基　 　 　 準 講ずる措置

その職務について監
督する地位にある者

規則で定めた昇給日前一年間全部を 良好
な成績で勤務し たと き （ 年齢55歳未満）

４ 号給昇給

○介護休暇　 介護を 必要と する者の一の継続する状態ごと に、 ２ 週間以上６ 月の期

間内（ ３ 回まで分割可能） において必要と 認めら れる 期間取得でき る 。

無給休暇。

○育児休業　 ３ 歳に満たない子を養育する ため、 子が３ 歳に達するまでの期間を

限度と し て職務に従事し ないこ と ができる。 育児休業期間中は無給。

○特別休暇

特別休暇の種類 期　 　 　 　 　 　 　 　 　 間

1 公民権行使休暇 その都度必要と 認める期間

2 官公署出頭休暇 その都度必要と 認める期間

3 骨髄提供休暇 その都度必要と 認める期間

4 ボラ ン ティ ア休暇 ５ 日以内

5 婚姻休暇 ５ 日以内

6
妊娠中又は出産後の通院
休暇

妊娠月数に応じ て定めた回数までで、 必要と 認
める 期間

7 分べん休暇
その分べん予定日前８ 週間（ 多胎妊娠の場合に
あっ ては14週間） に当たる日から 分べんの日後
８ 週間目に当たる日までの期間内

8 育児休暇 １ 日２ 回それぞれ30分以内

9 配偶者出産休暇 ２ 日以内

10 忌引き 続柄に応じ て定めた期間内で、 必要と 認める期間

11
父母、 配偶者又は子の祭
日休暇

２ 日以内

12 夏期休暇 ５ 日以内

13 感染症まん延防止休暇 その都度必要と 認める期間

14 住居滅失・ 損壊休暇 その都度必要と 認める期間

15 非常災害交通遮断休暇 その都度必要と 認める期間

16
交通機関の事故等による
不可抗力休暇

その都度必要と 認める期間

17 生理休暇
その都度必要と 認める 期間。 ただし ２ 日を超え
る と き は、 その超える 期間については、 傷病休
暇による。

18 リ フ レ ッ シュ 休暇
連続する ３ 日以内(勤務年数４ 年経過以降５ 年
毎に取得する こ と ができ る）

19
中学校就学前の子の看護
休暇

５ 日以内（ 子が２ 人以上の場合は10日以内）

20 短期介護休暇 ５ 日以内（ 要介護者が2人以上の場合は10日以内）

５ ． 服務の状況

（ １ ）　 職務専念義務免除

　 職員は、 法律や条例に特別の定がある 場合を除いて、 勤務時間及び職務上の

注意力のすべてを用いて全力をあげて職務に専念し なければなり ません。 し か

し 、 合理的理由がある場合には、 特例と し て職務専念義務を 免除する こ と を認

めています。 那賀町では、 次の場合が職務専念義務の免除に該当し ます。

　 １ ． 研修を受ける 場合

　 ２ ． 人間ド ッ ク や健診などの福利厚生に基づく 事業に参加する場合

（ 単位： 人）

措　 置　 事　 由 訓告 厳重注意 合計

１ 　 法令に違反し た場合 0 0 0

２ 　 職務上の義務に違反し 、 又は職務を 怠っ た場合 0 0 0

３ 　 全体の奉仕者たる にふさ わし く ない非行のあっ た場合 0 0 0

合　 　 　 　 　 計 0 0 0

（ ２ ）　 訓告等の状況

　 訓告等は、 職員等に非違行為に対する責任を自覚さ せると と も に、 服務を厳

正に保持する ため、 職員等に対する指導監督上の措置と し て行う も のです。

〔 依存財源〕

85億9,032万4千円

〔 自主財源〕26億5 ,119万2千円

23 .6%76 .4%

県支出金

8億1,518万

3千円

　（ 7.2% ）

県支出金

8億1,518万

3千円

　（ 7.2% ）

地方債

9億1,994万9千円

　 　 　 　（ 8.2% ）

国庫支出金
7億1,308万4千円
　 　 　 　（ 6.3% ）

国庫支出金
7億1,308万4千円
　 　 　 　（ 6.3% ）

繰越金

7億3,857万円

（ 6.6% ）

繰越金

7億3,857万円

（ 6.6% ）

繰入金  

2億1,819万円

　 　 　（ 1.9% ）
　 町税

9億3,933万5千円

（ 8.4% ）

　 町税

9億3,933万5千円

（ 8.4% ）

普通会計

〔 歳入〕
112億4,151万6千円

地方譲与税

3億8,313万2千円

（ 3.4% ）

地方交付税

54億9,294万1千円

（ 48.9% ）

令和６年度決算状況と
令和７年度財政事情を

公表します

　 那賀町財政事情の公表に関する 条例第３ 条の規定に基づき 、

令和６ 年度決算の状況及び令和７ 年度予算にかかる 財政事情

を報告し ま す。

　 令和７ 年11月１ 日　 　 　 　 　 　 　 那賀町長　 橋本　 浩志

　 那賀町では、 町民の皆さ ま から の税金や地方交付税、 国・ 県支出金、 町債（ 町の借金） など がど のよ う に使われている か、 その財

政状況について、 条例に基づき 毎年５ 月と 11月の２ 回公表する こ と によ り ご 理解を いただき ながら、 ま ちづく り に必要な施策を 推進し

ており ま す。

　 令和６ 年度普通会計の決算は、 歳入が112億4,151万6千円、 歳出が105億1,925万2千円で差し 引き 7億2,226万4千円と なり 、 こ の額が

令和７ 年度への繰越金と なり ま す。（ 明許繰越によ る 一般財源含む）

その他の交付金（ 2.4％）

・ 地方消費税交付金　 1億8,038万3千円

・ 法人事業税交付金　 1,679万4千円

・ 自動車税環境性能割交付金　 874万6千円

・ 配当割交付金　 1,148万2千円

・ 地方特例交付金　 3,223万1千円

・ 株式等譲渡所得割交付金　 1,503万3千円

・ 交通安全対策特別交付金　 87万3千円

・ 利子割交付金　 49万3千円

普通会計の決算状況 歳入 112 億4 ，1 51 万６千円

※ 普通会計＝一般会計＋ケーブルテレビ事業会計

その他の収入（ 6.7％）

・ 使用料及び手数料 　 2億1,813万9千円

・ 諸収入　 9,748万9千円

・ 分担金負担金　 1,984万2千円

・ 財産収入　 6,117万1千円

・ 寄附金　 3億5,845万6千円

①町民税　 3億5,676万8千円（ 38.0% ）

②固定資産税　 5億632万5千円（ 53.9% ）

③軽自動車税　 3,847万7千円（ 4.1% ）

④市町村たばこ 税 3,710万8千円（ 3.9% ）

⑤入湯税　 65万7千円（ 0.1% ）

町税の内訳（ 9億3,933万5千円）
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繰出金

6億7,846万1千円

（ 6.4% ）

積立金

4億1,076万

9千円（ 3.9% ）

積立金

4億1,076万

9千円（ 3.9% ）

補助費

13億3,584万

2千円（ 12.7% ）

補助費

13億3,584万

2千円（ 12.7% ）

投資及び出資・ 貸付金

1,493万円（ 0.1% ）

維持補修費  9 ,100万7千円（ 0.9% ）

物件費

16億6,758万9千円

（ 15.9% ）

普通建設事業費

18億7,789万6千円

（ 17.9% ） 扶助費

4億8,199万

6千円（ 4.6% ）

公債費

14億4,864万5千円

（ 13.8% ）

人件費

22億2,856万2千円

（ 21.1% ）

普通会計

〔 歳出〕
105億1 ,92 5万2千円

災害復旧事業費
2億8,355万5千円（ 2.7% ）

普通会計の決算報告 歳出 1 0 5 億1 ,9 2 5 万2 千円

義務的経費　 41億5,920万3千円（ 39.5% ）

投資的経費　 21億6,145万1千円（ 20.6% ）

その他経費　 41億9,859万8千円（ 39.9% ）

◆町民一人あたりのお金って？

項　 　 目 令和６ 年度 令和５ 年度

町民１ 人当たり
の税負担

13万3千円 13万6千円

町民１ 人当たり
に使われたお金

149万0千円 159万2千円

町民１ 人当たり
の積立金（ 貯金）

145万4千円 138万2千円

町民１ 人当たり
の地方債（ 借金）

179万4千円 180万7千円

注１ 　 那賀町民１ 人当たり の額（ 令和６ 年度） は、

令和７ 年１ 月１ 日の住民基本台帳登録人口

7,060 人を も と に算定

注２ 　 積立金は、 財政調整基金、 減債基金、 特定

目的基金の計

注３ 　 地方債は一般会計分

性
質
別
歳
出

目
的
別
歳
出

公債費

13 .8%

14億4,864万5千円

(205 ,191円)

　 町が施設、 道路等整備のために借入
れたお金の返済

総務費

28 .6%

30億700万7千円

(425 ,922円)

　 庁舎管理、 人件費、 ケーブルテレビ
の運営に要し た経費など

農林水産業費

10 .0%

10億5,221万9千円

(149 ,040円)

　 農林水産業の振興や、 林道等の整備
に要し た経費など

土木費

8 .8%

9億2,875万9千円

(131 ,552円)

　 道路や町営住宅の整備、 維持管理に
要し た経費など

民生費

15 .8%

16億6,547万9千円

(235 ,904円)

　 高齢者や障がい者福祉、 こ ども 園の
運営に要し た経費など

災害復旧費

2 .7%

2億8,355万5千円

(40 ,164円)

　 災害の復旧に要し た経費

教育費

5 .4%

5億6 ,463万7千円

(79 ,977円)

　 小中学校、社会教育に要し た経費など

消防費

3 .8%

4億141万5千円

(56 ,858円)

　 消防団活動や消防署に要し た経費な
ど

衛生費

8 .5%

8億9,795万3千円

(127 ,189円)

　 し 尿、 ごみ処理、 医療対策、 総合健
診等に要し た経費など

商工費

1 .9%

1億9,893万7千円

(28 ,178円)

　 商工や観光に要し た経費など

議会費

0 .7%

7 ,064万6千円

(10 ,007円)

　 議員報酬や議会運営の経費など

注　（ 　 　 ） は町民一人当たり の額

基金の状況報告 基金残高 1 0 2 億7 ,5 4 9 万5 千円

(単位： 千円）

基　 金　 名 令和５ 年度末現在高 令和６ 年度積立額 令和６ 年度取崩額 令和６ 年度末現在高

財政調整基金 3,713 ,326 253 ,073 0 3 ,966 ,399

減債基金 2,420 ,805 35 ,594 0 2 ,456 ,399

特定目的基金 3,921 ,690 122 ,102 204 ,260 3 ,839 ,532

定額運用基金 19,267 7 ,828 13 ,930 13,165

合　 　 　 計 10,075 ,088 418 ,597 218 ,190 10,275 ,495

端数処理の都合上、 合計が一致し ない場合があり ます。

基 金 ＝ 特定の目的のために財産を 維持し 、 資金を 積み立て、 又は定額の資金を 運用する ために設けら れる 資金又は財産のこ と 。

財 政 指 標

経常収支比率

89 .2％

実質公債費比率

8 .5％

支出の中で人件費など経常的に

支出さ れる経費の割合。 こ の比

率が低いほど財政に弾力性があ

り 、 通常80 ％以内が望ま し い

と さ れています。

起債制限比率に公営企業や一部

事務組合等の公債費に対する負

担など実質的な公債費相当額を

加味し た 数値で、 18 ％以上に

なると 地方債の発行に際し 許可

が必要と なり ます。

財産の状況 町は役場の庁舎や学校などの公共施設や土地、 山林などを所有し ています。

また、 こ の他にも 出資金などの形で財産を所有し ています。

（ 単位： ㎡）

項　 　 　 目 土地面積 建物延面積

行政財産
（ 役場の庁舎や学校など）

1,970 ,328 152 ,879

普通財産
（ 町有林や田畑など）

14,867 ,497 3 ,347

合　 　 　 計 16,837 ,825 156 ,226

項　 　 　 　 目 令和６ 年度末

出資による権利
（ ㈱き と う むら ほか）

3,363万4千円

債権
（ ㈱き と う むら ほか）

7億712万6千円

一時借入金 …なし地方自治体の支払い資金の不足を臨時に賄う ために、

その年度内に償還する条件で借り 入れる借入金のこ と 。

特別会計と企業会計の決算報告 令和６年度

特別会計
会　 　 　 計　 　 　 名 歳　 　 　 入 歳　 　 　 出 差　 　 　 引

国民健康保険事業特別会計 8億5,190万1千円 8億2,944万6千円 2,245万5千円

国民健康保険診療所事業特別会計 6億4,862万6千円 4億1,900万6千円 2億2,962万円

介護保険事業特別会計 18億7,107万6千円 17億7,606万8千円 9,500万8千円

後期高齢者医療特別会計 1億9,740万8千円 1億9,255万3千円 485万5千円

財産区事業特別会計 375万5千円 26万4千円 349万1千円

企業会計
会　 　 　 計　 　 　 名 収　 　 　 　 入 支　 　 　 　 出 差　 　 　 引

工業用水道事業会計
収　 益　 的 3,135万9千円 2,690万5千円 445万4千円

資　 本　 的 − 2,891万1千円 △2,891万1千円 ※

上那賀病院事業会計
収　 益　 的 4億8,324万6千円 6億980万2千円 △1億2,655万6千円

資　 本　 的 6,031万2千円 6,031万2千円 −

簡易水道事業会計
収　 益　 的 1億8,925万4千円 2億645万1千円 △1,719万7千円

資　 本　 的 1億1,290万4千円 1億3,525万5千円 △2,235万1千円 ☆

集落排水事業会計
収　 益　 的 1億8,816万5千円 2億891万6千円 △2,075万1千円

資　 本　 的 1億303万円 9,095万4千円 1,207万6千円

◎　 収益的＝企業の経営活動に係る収支、 資本的＝施設の整備等に係る収支
※　 不足分は留保資金で補填　 　 ☆　 不足分は引継金で補填

地方債（借金）の現在高

地方債＝道路や建物の整備など大きな事業を

行っ たと きに町が借り 入れた借金の

残高です。

内　 　 　 　 　 　 訳 令和６ 年度末 令和５ 年度末

一般会計 126億6,321万2千円 131億5,307万1千円

特別会計
（ 診療所）

1億1,995万4千円 12億4,130万6千円

企業会計
（ 工業用水、病院、簡易水道、集落排水）

12億8,662万6千円 1億9,199万5千円

合　 　 　 　 　 　 計 140億6,979万2千円 145億8,637万2千円

※　 R6年度より 簡易水道事業及び集落排水事業が特別会計から 企業会計に移行
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財政事情のお知らせをします 令和７年度

令和７ 年度上半期（ ４ 月～９ 月） の予算執行状況をお知ら せし ます。（ ９ 月30日現在）

一般会計
歳　 　 入 歳　 　 出

款 予算現額 収入済額 款 予算現額 支出済額

町 税 8億5,482万7千円 6億3,704万8千円 議 会 費 7 ,388万4千円 3,893万1千円

地 方 譲 与 税 3億7,906万1千円 2,470万8千円 総 務 費 29億2,642万2千円 8億9,442万4千円

利 子 割 交 付 金 35万8千円 62万2千円 民 生 費 15億2,060万7千円 5億6,724万4千円

配 当 割 交 付 金 670万7千円 211万7千円 衛 生 費 10億1,512万3千円 4億8,244万9千円

株式等譲渡所得割交付金 554万3千円 − 農 林 水 産 業 費 14億3,156万9千円 3億1,828万4千円

法人事業税交付金 1 ,776万5千円 781万3千円 商 工 費 1億2,374万8千円 5,285万2千円

地方消費税交付金 1億5,538万7千円 1億1,278万3千円 土 木 費 10億6,278万3千円 2億2,688万9千円

環境 性能 割 交付 金 633万2千円 294万1千円 消 防 費 4億4,548万円 1億6,671万8千円

地 方 特 例 交 付 金 100万円 47万7千円 教 育 費 7億4,646万1千円 2億4,102万3千円

地 方 交 付 税 45億5,000万円 35億6,532万6千円 災 害 復 旧 費 2億7,789万3千円 8,379万8千円

交通安全対策特別交付金 100万円 − 公 債 費 15億5,596万4千円 7億6,874万6千円

分担金及び 負担金 1 ,847万6千円 160万2千円 予 備 費 1 ,198万1千円 −

使用料及び 手数料 1億8,723万1千円 6,029万6千円

国 庫 支 出 金 6億5,659万7千円 6,710万4千円

県 支 出 金 11億3,620万円 8,549万2千円

財 産 収 入 4,710万円 2,056万1千円

寄 附 金 4億800万2千円 9,782万5千円

繰 入 金 10億2,325万5千円 −

繰 越 金 5億90万6千円 7億1,751万1千円

諸 収 入 3億1,256万8千円 1,858万2千円

町 債 9億2,360万円 −

合　 　 　 計 111億9,191万5千円 54億2,280万8千円 合　 　 　 計 111億9,191万5千円 38億4,135万8千円

※歳入・ 歳出予算額にはそれぞれ繰越明許費6億5,376万3千円が含まれています。

特別会計
会　 　 計　 　 名

歳　 　 　 　 　 　 入 歳　 　 　 　 　 　 　 出

予 算 現 額 収 入 済 額 予 算 現 額 支 出 済 額

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 9億9,475万7千円 3億6,309万4千円 9億9,475万7千円 3億5,262万9千円

国民健康保険診療所事業特別会計 4億5,124万5千円 2億9,662万円 4億5,124万5千円 1億7,510万4千円

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 18億3,550万5千円 8億5,379万9千円 18億3,550万5千円 7億4,425万3千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 1億9,571万8千円 6,147万5千円 1億9,571万8千円 3,950万円

ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 特 別 会 計 2億5,495万8千円 3,257万7千円 2億5,495万8千円 4,204万6千円

財 産 区 事 業 特 別 会 計 44万6千円 351万4千円 44万6千円 10万円

※歳入・ 歳出予算額にはそれぞれ国民健康保険診療所事業特別会計は614万5千円、 ケーブルテレ ビ事業特別会計は572万円の繰越明許費が含まれています。

企業会計
会　 　 計　 　 名

収　 　 　 　 　 　 入 支　 　 　 　 　 　 出

予　 定　 額 収 入 済 額 予　 定　 額 支 出 済 額

工業用水道事業会計
収 益 的 3,136万円 1,567万5千円 3,136万円 820万円

資 本 的 − − 3,938万1千円 1,771万7千円

上那賀病院事業会計
収 益 的 4億8,683万1千円 1億9,806万6千円 6億2,593万1千円 2億4,639万4千円

資 本 的 3,744万9千円 − 3,844万9千円 1,861万5千円

簡 易 水 道 事 業 会 計
収 益 的 1億8,636万2千円 1億2,984万4千円 2億1,379万1千円 1億760万3千円

資 本 的 9,179万1千円 3,479万1千円 1億2,889万2千円 3,686万4千円

集 落 排 水 事 業 会 計
収 益 的 1億5,145万円 1億762万2千円 1億8,102万3千円 8,637万8千円

資 本 的 1億3,857万8千円 4,275万1千円 1億5,540万4千円 2,359万4千円

※各会計と も 一時借入金はあり ません。

令和 6 年度決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率の公表について

１ ． 健全化判断比率

指　 　 　 標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 (3 ヶ 年平均） 将来負担比率

那 　 　 賀 　 　 町 − ％ − ％ 8.5% − ％

早期健全化基準（ 早期健全化団体） 14.25% 19 .25% 25 .0% 350 .0%

財 政 再 生 基 準（ 財政再生団体） 20.00% 30 .00% 35 .0%

※対象と なる比率がない場合は、「 − 」 で表記し ています。

　「 地方公共団体の財政健全化に関する法律」 ( 以下「 健全化法」） により 、 町は４ つの指標から なる健全化判断比率と 、 公営

企業ごと の資金不足比率を算定し 、 監査委員の審査に付し た上で議会に報告すること 、 町民の皆様に公表すること が義務付け

ら れています。

　 健全化法では、 健全化判断比率のう ち１ 指標でも 早期健全化基準以上と なった場合は財政健全化計画等を、 また資金不足

比率が経営健全化基準以上と なった場合は経営健全化計画を 策定し 、 町財政の早期健全化及び財政の再生、 公営企業の経営

健全化に向けて取り 組まなければなり ません。

　 那賀町の令和 6 年度決算に基づく 健全化判断比率及び資金不足比率は下記のと おり です。 実質公債費比率については 8 .5％

と なっています。 いずれの指標も 基準を下回っています。

　 実質公債費比率は直近 3 年の平均値を用いますが、 単年度の数値で見ると 、 前年度の単年度実質公債費比率から は、 若干

減少した数値と なっています。（ 単年度Ｒ５ 年度： 8 .6％、 Ｒ６ 年度 8 .4％）

　 地方債の発行額については、 昨年度より 繰越分も 含め 26 ,011 千円減少しています。

　 借入と 償還のバランスをとり ながら 、 広い町域内の各施設の更新・ 除却について、 計画的に行っていく 必要があり ます。

２ ． 資金不足比率

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

工業用水道事業会計 − ％

20.0%
上那賀病院事業会計 − ％

簡 易 水 道 事 業 会 計 − ％

集 落 排 水 事 業 会 計 − ％

※対象と なる比率がない場合は、「 − 」 で表記し ています。

健全団体 ⇨ 早期健全化団体 ⇨ 財政再生団体 の順に財政が悪化

那賀町
ホームページ

に掲載中

那賀町は

すべての指標で

基準値を

下回っている

健全団体です。

健全化判断費率、 資金不足比率の各指標の計算式については、 那賀町ホームページに掲載し ます。

　 地方創生を支援する国から の交付金を活用し た以下の事業について、「 那賀町まち・ ひと・ し ごと 創生推進会議」 において事

業効果の検証を行いましたので、 その結果を 公表し ます。

事業名
実績額 外部有識者から の評価

事業費（ 円） 内： 交付金 評価点（ 平均値） 外部有識者から の意見

「 グリ ーン 社会と く し ま」

の実現によ る サステナブ

ルな地域づく り 推進事業

●「 Ｇ Ｘ 」 推進に伴う 県

内外への魅力発信及び

県外企業・ 人材等の誘

致・ 交流促進モデルの

検証・ 横展開

　 県南エリ アの魅力（ 豊

かな自然、地域資源等）

を 活用し たサステナブ

ルなコ ン テン ツ の掘り

起こ し 、 プロ モーショ

ン 、 体験等

3 ,4 6 0 ,0 0 0 1 ,7 3 0 ,0 0 0 2 .9

（ 低１ ⇒５ 高）

・ 移住者等の今後の更な る 定着に向けて 、 コ ン テ ン ツ の充実、 プ ロ

モーショ ン を 一層進めていただき たい。

・ D M O （ みなみ阿波観光局） を 活用し て、 ５ 市町を 点から 面につな

ぐ ツ アーの造成によ り 、 町内の移住につながる こ と を 期待する 。

・ 5 市町が均等に事業を 実施でき る よ う にし てほし い。

・ 道の駅鷲の里や吹筒煙火の有効活用。 拝宮和紙や夜の星の見物ツ

アー等も 考えてみればいかがか。

・ 那賀町のコ ン テ ン ツ が少な いため創出に力を 入れる べき 。 特に経

済効果、 消費につながる も のが必要。

・ 組織的かつ効果的な 広報が必要で はな いか。 PR、 情報発信に努

力、 実践し てほし い。 町民等への宣伝も 必要。

・ 1 8 名の移住はある 程度の進捗状況である と 評価でき る 。

・ 実績が不透明で 効果判断が困難。 広域連携事業のため、 那賀町個

別の評価が難し い。 町と し ての目標設定も 必要。

令和6 年度 デジタ ル田園都市国家構想交付金（ 地方創生推進タ イ プ）の

事業効果検証結果について

Ｋ
Ｐ
Ｉ

本事業における重要業績評価指標 R6 目標値 R6 実績値

① 本県への年間移住者数＋準移住者数 2 ,6 0 5 人 3 ,1 9 5 人

　  う ち那賀町への年間移住者数＋準移住者数（ 参考） 18 人

② 地域でのＧ Ｘ 推進に向けた協働活動実践企業・ 団体数（ 累計） 14 企業・ 団体 2 0 企業・ 団体

③ 「 と く し まエコ パート ナー」 の協定締結企業・ 団体数（ 累計） 40 企業・ 団体 2 3 企業・ 団体
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Com ing of  age cerem ony

令和８ 年  那賀町成人式
開催日 令和８ 年１ 月２ 日（ 金）

対象者 平成1 7 年４ 月２ 日から 平成1 8 年４ 月１ 日までに生まれた人

時　 　 間 受付開始　 1 2 ： 0 0 〜 ／ 成人式式典　 1 3 ： 0 0 〜

場　 　 所 相生体育館
★新成人の方は 1 2： 4 0 までに

受付を 済ませてく ださ い。

【 問い合わせ】　 那賀町教育委員会　 TEL 0 8 84 － 6 2 － 1 1 0 6

　 那賀町が実施し ている事業について、 今回の入札では以下の請負業者に

決まり まし た。 詳細については役場本庁舎にて閲覧するこ と ができます。

〔 お問い合わせ先〕 会計課・ 検査室　 TEL 0 8 84 －6 2 －1 1 2 0

契約日 工　 　 事　 　 名 工事場所 請負金額（ 円） 請負業者名

R7 .1 0 . 6 農業体質強化基盤促進事業　 南宇地区用水改良工事 木頭南宇 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ㈱ 小 野 組

R7 .1 0 . 8 町単独町道田中線道路改良工事 和食郷字八幡原 1 1 ,8 3 6 ,0 0 0 八 田 建 設 ㈱

R7 .1 0 . 9 道路メ ンテナンス事業橋梁補修工事（ 内山橋） 内 山 1 ,8 4 8 ,0 0 0 ㈲ 谷 崎 組

R7 .1 0 . 6 県単林道事業林道舗装工事林道奥谷線 雄 3 ,9 8 2 ,0 0 0 ㈲ 四 宮 工 業

R7 .1 0 . 9 町単独町道出羽線維持修繕工事 木 頭 名 6 ,6 0 0 ,0 0 木 沢 建 設 ㈱

R7 .1 0 . 9 町単独町道沢谷小畠線維持修繕工事 沢 谷 3 ,6 3 0 ,0 0 0 ㈱ 新 居 組

町内業者請負状況（ 建設工事）
那賀町
ホームページ

に掲載中

　 国税庁では、 国民の皆様に租税の意義や役割、 税務行政に対する知識と 理解を深めていただく ため、 １ 年を

通じ て租税に関する啓発活動を行う と と も に、 毎年1 1 月1 1 日から 1 7 日を「 税を考える週間」 と し て、 集中的に

様々な広報広聴施策を実施し ています。

〜阿南税務署から のお知ら せ「 税を考える週間」について〜

令和７ 年1 1 月1 1 日㈫〜1 1 月1 7 日㈪

内　 容　 税に関する作文、 ポスタ ー及び絵はがき

期　 間　 令和７ 年11 月1 1 日㈫〜11 月1 7 日㈪

　 　 　 　 ※展示場所の営業日・ 営業時間内に限り ます。

場　 所　 フ ジグラ ン阿南（ 阿南市領家町）・ 那賀町・ 牟岐町・

　 　 　 　 美波町・ 海陽町の役場庁舎内

阿南税務署管内の小学生、中学生及び高校生の税に関する優秀作品の展示

お近く にお越し の際は、

ぜひお立ち寄り く ださ い

　 日本年金機構から 、「 社会保険料（ 国民年金保険料） 控除証明書」 が対象の方に送付さ れます。 お手元に届き ま

し たら 、 大事に保管し 、 年末調整や確定申告の際に使用し てく ださ い。

　「 社会保険料（ 国民年金保険料） 控除証明書」 は、 e-Tax で利用でき る電子データ の送付も 行っ ています。 郵送

より も 早く 受け取るこ と ができます。

　 マイナポータルから「 ねんきんネット 」 にログインし 、 電子送付希望の登録を行う と、 マイナポータルの「 お知らせ」

で電子データを受け取ること ができます（ 電子送付希望の登録を行う と、 登録後は書面の郵送が停止さ れます）。

　 厚生労働省では、「 国民お一人お一人、「 ねんきんネッ ト 」 等を活用し ながら 、 高齢期の生活設計に思いを巡ら し

ていただく 日」 と し て、 11 （ いい） 月 3 0 （ みら い） 日を「 年金の日」 と し まし た。

　 こ の機会に、「 ねんき ん定期便」 や「 ねんき んネッ ト 」 で、 ご自身の年金記録と 年金見込額を確認し 、 未来の生

活設計について考えてみませんか。

　「 ねんき んネッ ト 」 をご利用いただく と 、 いつでも ご自身の年金記録を確認でき るほか、 将来の年金受給見込額

について、 ご自身の年金記録を基に様々なパタ ーンの試算をするこ と も できます。

　「 ねんき んネッ ト 」 については、 日本年金機構のホームページでご確認いただく か、 お近く の年金事務所にお問

い合わせく ださ い。

こ く ねん情報です

国民年金保険料は全額が社会保険料

控除の対象です！

1 1（ いい）月3 0（ みらい）日は「 年金の日」です！！

ねんり んたろう く ん

那賀町役場住民課国民年金担当　 TEL 0 8 8 4 －6 2 －1 1 9 4

徳島南年金事務所国民年金課　 　 TEL 0 8 8 －6 5 2 －3 1 1 4

対象者 送付方法 送付時期

①
令和７ 年１ 月１ 日から 令和７ 年 9 月 30 日

ま での間に国民年金保険料を納付し た方

電子送付
令和７ 年 10 月中旬から

下旬にかけて順次

郵送
令和７ 年 10 月下旬から

11 月上旬にかけて順次

②

令和７ 年 10 月１ 日から 令和７ 年 12 月 31

日ま での間に国民年金保険料を納付し た方

（ ①の対象者は除き ま す。）

電子送付 令和８ 年１ 月下旬から 順次

郵送 令和８ 年２ 月上旬

⑴「 控除証明書相談チャ ッ ト （ 2 4 時間対応）」

　 　（ h ttp ://w w w .n e n k in . g o . j p /s e r v ic e /s e id o z e n p a n /c h a tb o t.h tm l）

　 お問い合わせに対話形式で 2 4 時間自動対応するチャ ッ ト ボッ ト を開設し ています。

　「 相談チャ ッ ト 総合窓口」 へアク セスし 、「 控除証明書」 を選択し てく ださ い。

　 令和７ 年分への更新は令和７ 年 1 0 月上旬に行う 予定です。

⑵「 日本年金機構ホームページ」（ h ttp ://w w w .n e n k in .g o . j p /）

　「 社会保険料（ 国民年金保険料） 控除証明書」 の概要、 よく あるご質問（ Q ＆ A） 等を掲載し ています。 　

令和７ 年分への更新は令和７ 年 1 0 月上旬に行う 予定です。

⑶「 ねんきん加入者ダイ ヤル」

　 ♦ 電話番号　 　（ ナビダイ ヤル） ０ ５ ７ ０ ―０ ０ ３ －０ ０ ４

　 　 　 　 　 　 　 　 ０ ５ ０ から 始まる電話の場合は、（ 東京） ０ ３ ―６ ６ ３ ０ ―２ ５ ２ ５

　 ♦ 受付時間　 　 ・ 月～金曜日 ８： 3 0～19： 0 0

　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 第２ 土曜日
※
 ９： 3 0～16： 0 0

　 　 　 　 　 　 　 　 ※第２ 土曜日以外の土・ 日・ 祝日、 1 2 /2 9 ～ 1 /3 はご利用いただけません。

〈「 社会保険料（ 国民年金保険料）控除証明書」に関する お問い合わせ〉
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相続登記及び住所・ 名前の
変更登記の義務化について
　 近年、 所有者が分から ないまま放置さ れた土地や建物が増加し 、 社会問題と なっ ていますが、 その多く は相続

登記や住所・ 名前の変更登記がさ れないこ と で発生し ています。

　 こ う し た土地や建物の解消のため、 令和６ 年４ 月１ 日から 、 相続登記が義務化さ れまし た。

　 また、 令和８ 年４ 月１ 日から 住所・ 名前の変更登記も 義務化さ れます。

　 なお、 正当な理由がないのにこ れら の登記を し ない場合には、 過料が科さ れる可能性があり ます。

【 お問い合わせ】　 ◎徳 島 地 方 法 務 局　 登記部門　 TEL 0 8 8 － 6 2 2 － 4 1 7 1（ 代）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 阿南支局　 TEL 0 8 8 4 － 2 2 － 0 4 1 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 美馬支局　 TEL 0 8 8 3 － 5 2 － 1 1 6 4

　 　 　 　 　 　 　 　 ◎徳島県司法書士会　 司法書士総合相談センタ ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 TEL 0 8 8 － 6 5 7 － 7 1 9 1（ 相談予約専用）

令和８ 年度　 小中学校新１ 年生の保護者の皆様

那賀町教育委員会　 TEL 0 8 84 －6 2 －1 1 0 6お問い合わせ先

　 お子さ んが義務教育時に、 経済的な理由

から お困り のご家庭に対し て、 小・ 中学校

で必要な費用の一部を援助する制度です。

申請後、 教育委員会で認定さ れた方に支給

さ れます。

　 認定さ れた方には、 新入学児童生徒学用

品費を 援助し ます。

　 それ以外の援助項目については新年度が

始まってから 再度、 申請を出し ていただく こ

とになっています。

就学援助と は 援助を受けるこ と ができる人

　 以下の条件にすべて該当する方が対象になり ます。

　 ○申請日現在、 那賀町に居住し ている世帯

　 ○令和８ 年４ 月に那賀町内の小学校または中学校に入学予定の

お子様がいる世帯

　 ○町民税等の非課税または減免の扱いを受けた世帯または、 生

活状態が著し く 困難になっ た等、 特別の事情が認めら れる方

　 　 所得税若し く は町民税の確定申告を 必ず行なっ てく ださ い。

（ 生活保護世帯を除く 。 ）

　 　 申告を さ れていない方は、 援助するこ と ができ ません。

　 ※町内の園・ 小学校に在籍し ていないご家庭については直接教

育委員会までご連絡く ださ い。

申込方法

○受給申請書： 申請書及び同意書にご 記入し 、 通園・ 通学さ れて

いる園又は小学校へご提出く ださ い。 申請用紙は、 各こ ども 園・

小学校・ 教育委員会・ 教育委員会分室にあり ます。

令和７ 年1 1 月1 1 日㈫から

　 　 　 　 1 2 月1 1 日㈭

受付期間

注意事項

支給対象基準額の目安

世帯人数 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人

所得基準額 2 28万円 2 47万円 338万円 387 万円 395 万円

給与収入の目安（ 参考） 約3 37万円 約363 万円 約477 万円 約538 万円 約56 2万円

モデルケース

母　 4 6歳

子（ 小学２ 年生）

父　 50歳

母　 48歳

子（ 中学１ 年生）

父　 42歳

母　 44歳

子（ 小学１ 年生）

子（ 小学３ 年生）

父　 43歳

母　 44歳

子（ 小学５ 年生）

子（ 中学１ 年生）

子（ 中学３ 年生）

父　 41 歳

母　 39 歳

子（ 小学１ 年生）

子（ 小学５ 年生）

子（ 中学３ 年生）

祖母65 歳

※こ の表は、 あく までも 目安と なり ます。 実際の支給対象基準額は、 世帯員の年齢等により 異なり ますので 、 支給対

象基準額に該当するかどう か迷われる場合、 まずはご申請く ださ い。

※審査結果はご自宅へ郵送すると と も に、 在籍学校へも 通知し ます。 なお、 審査結果について事前のお答えはでき ま

せん。 あら かじ めご了承く ださ い。

※世帯人数と は、 原則と し て住民票上の世帯員全員です。

○今回の新入学学用品費の支給を 受けた場合でも 、「 令和８ 年度就学援助制度」 を ご希望の方は、 入学後に別途

申請する必要があり ます。

○今回の新入学学用品費の支給を 受けた方は、「 令和８ 年度就学援助制度」 の「 新入学学用品費」 は支給対象に

なり ません。 １ 回限り の支給です。

○生活保護を受けら れているご家庭は申請の必要はあり ませんが、 教育委員会までご連絡く ださ い。

○虚偽又は不正の申請をし たと き は認定が取消し と なり 、 援助費の返還を し ていただく こ と があり ますので、 ご

注意く ださ い。

就学援助費新入学学用品費の

前倒し 支給のお知ら せ

物価高騰対策！

子育て家庭支援！

（ 令和７ 年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金対象事業）

学校給食費を軽減し ます！

【 学校給食費免除期間】 令和７ 年1 1 月分～令和８ 年３ 月分

物価高騰が続いているこ と から 、 那賀町小・ 中学校児童生徒の学校給食費の納付を一時的に

免除し 、 子育て世帯の家計を支援いたし ます。 お手続きは不要です！

※小学生１ 人につき　 4 ,5 5 0 円／月　 中学生１ 人につき　 5 ,2 5 0 円／月

◆アンケート 回答のお願い

　 令和７ 年度末頃に今回の軽減支援事業の効果について、 アンケート を行う 予定です。

　 対象の方は、今回の事業効果やご感想をお寄せいただけますよう ご協力をお願いいたし ます。

那賀町教育委員会事務局　 TEL 0 8 8 4 － 6 2 － 1 1 0 6

那賀町子育て応援お買い物券をお配り し ます！

【 お問い合わせ】 那賀町役場すこ やか子育て課　 TEL 0 8 8 4 － 6 2 － 1 1 5 0

●対 象 者 令和７ 年７ 月3 1 日時点で那賀町に住所を 有する方

 ①平成1 9 年４ 月２ 日から 平成2 2 年 4 月 1 日の間に出生し た子も し く はその保護者

 ②平成3 1 年４ 月２ 日から 令和 7 年 7 月3 1 日までの間に出生し た子の保護者

 ③令和 7 年８ 月１ 日から 令和 7 年1 2 月1 5 日までの間に出生し た子の保護者

●支給内容 １ 人あたり １ 万円分（ 5 0 0 円券2 0 枚綴り ）

●申請期間 令和７ 年1 1 月４ 日（ 火）〜令和７ 年1 2 月2 6 日（ 金）

●申請受付 那賀町役場本庁舎（ すこ やか子育て課） 各支所

●利用期間 令和７ 年1 1 月４ 日（ 火）〜令和８ 年 1 月3 1 日（ 土）

●利用店舗 町内の登録店舗

※お買い物券は、申請時に直接窓口でお配り し ます。

※代理の方が受け取る場合は、 同封の委任状に必要

事項を記入の上、 ご持参下さ い。

　 物価高騰の影響を受ける那賀町の子育て世帯を 応援するため、 対象者１ 人あたり １ 万

円のお買い物券をお配り いたし ます。 対象と なる方には、 案内文書と 申請用紙を郵送い

たし ますので、 そちら をご覧いただき 、 お手続き をお願いいたし ます。

那賀町
ホームページ

に掲載中
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11月は「 オレンジリ ボン・

児童虐待防止推進キャンペーン」 月間です

 「 しつけ」 とは、子どもが社会の中で生きていく ために必要な善悪や礼儀作法を教え自律に導く こと です。保護者は、

子どもを一人の人間として感情や価値観を尊重し 、暴力以外の方法によってしつけを行わなければなり ません。

 「 虐待」 と は、保護者が子どもに行う 行為で、子ども の心や体を傷つけたり 、健全な成長や発達を損なう 行為をいい、

体に直接危害を加える行為に限らず、子どもに対する不適切な関わり 全てを含みます。

　 保護者がいく ら一生懸命で、子どもをかわいいと 思っていても 、「 しつけ」 のつもり であったと

しても 、子どもにとって有害な行為であれば虐待です。

「 し つけ」 と 「 虐待」 の違い

令和６ 年度に徳島県の児童相談所が対応した虐待相談件数は1,201件で過去最多と なり ました。

児童虐待の現状

那賀町
ホームページ

に掲載中

虐待の定義

身体的虐待

殴る、 蹴る、 たたく 、 投げ落と す、 激し く 揺さ ぶる、

家の外に閉め出す、 長時間正座をさ せる など

ネグレク ト （ 養育の拒否）

食事を与えない、 ひどく 不潔なままにする、 病気や

けがをし ても 病院に連れて行かない など

性的虐待

子ども への性的行為、 性的行為を見せる、 ポルノ グ

ラ フ ィ の被写体にする など

心理的虐待

言葉により 脅かす、 無視する、 子ども の目の前で

家族に対し て暴力を振るう （ D V）  など

お近く の児童相談所につながり ます。

（ 2 4 時間3 6 5 日通話料無料）

【 相談窓口】

●南部こ ども 女性相談センタ ー T e l（ 0 8 8 4 ）2 2 − 7 1 3 0

●那賀町役場すこ やか子育て課 T e l（ 0 8 8 4 ）6 2 − 1 1 5 0

●那賀町保健センタ ー T e l (0 8 8 4 ) 6 2 − 3 8 9 2

お気軽にご相談く ださ い。秘密は厳守し ます。

児童相談所虐待対応ダイヤル1 8 9

オレ ン ジリ ボン には子ども 虐待

を防止すると いう メ ッ セージが

込めら れています。

気になること があったら

「 通告」し てく ださ い。

児童相談所

虐待対応

ダイ ヤル 1 8 9
いち くはや

　 「 気になるこ と を相談するこ と 」 です。

　 あなたの判断で「 し つけの限度を超えている」 「 子ども への関わり 方がおかし い」 と 感じ たら 迷わず通告し てく

ださ い。 誰が通告者かを知ら れるこ と はあり ません。 こ ども 園や学校に通っ ていない子ども が虐待さ れていると し

たら 、 それに気付き守るこ と ができるのは、 あなたかも し れません。

通告と は

子育てや親子関係の不安や悩みイライラに、

いっしょ に向き合います。相談LINEとは？

親子のための

友だち登録はこちら
サービス内容の
詳細はこちら

匿名（ LIN Eのアイ コ ンと ニッ ク ネーム）でも 相談ができ ます。匿名可能

相談内容の秘密は守ら れます。秘密厳守

★令和８ 年度★

町立認定こ ども 園利用申込の受付が始まり ます
※認定こ ども 園と は、 未就学児童の教育・ 保育を行い、 子育て支援の機能を 備えた施設です。

　 来年度の町立認定こ ども 園の利用申込の受付を下記の通り 開始し ます。

　 令和８ 年度中の途中入園と なる場合も 、 必ず期間内に申請し てく ださ い。

　（ 期間内の申込がない場合、 入園でき ないこ と があり ます。）

【 受付期間】 令和７ 年1 2 月１ 日（ 月）〜1 2 月2 6 日（ 金）

◆申込の手続きについて

【 対象児童】　 ①保育を必要と する０ 歳から ５ 歳児までの乳幼児（ 保育認定）

　 　 　 　 　 　 ②保育を必要と し ない３ 歳児から ５ 歳児の幼児（ 教育認定）

【 申請書類】

　 ■配布期間： 令和７ 年11月10 日（ 月）〜

　 ■配布場所： 那賀町役場（ 各支所） 窓口または各こ ども 園

　 ■そ の 他： 保育利用や保育料等については窓口配布の「 利用申込案内」 を参考にし てく ださ い。

【 添付書類】

　 ■「 教育・ 保育給付認定申請書（ 現況届） 兼 利用申込書」 ※児童１ 人ずつ必要

　 ■認定のために必要な書類（ 就労証明書等）

　 ■児童及び保護者全員の個人番号（ マイ ナンバー） が確認でき るも の※町民の場合、 不要

　 ■本人確認でき るも の（ 免許証等）

【 提 出 先】 ★郵送不可★

　 ■那賀町役場すこ やか子育て課も し く は各支所窓口※利用継続児は利用園への提出も 可

◆認定について

認定区分 保育部分 年齢区分（ R8 .4 .1 現在） 利用区分 利用可能時間（ 上限）

1 号 （ 教育認定） 保育を 必要と し ない ３ 〜５ 歳 標準時間 8： 3 0 〜1 5： 0 0

2 号
（ 保育認定） 保育を 必要と する ０ 〜５ 歳

短時間 8： 0 0 〜1 6： 0 0

3 号 標準時間 開園時間内

※延長保育（ 有料） あり

【 認定区分】

【 保育を 必要と する事由】

　 すべての保護者が、 ①〜⑪のいずれかに該当し ている場合、 保育認定（ ２ 号、 ３ 号） と なり ます。

　 また、 保育理由や保育の必要量に応じ て、「 短時間」 と 「 標準時間」 の２ つの利用区分に分かれます。

①就労（ 月4 8時間以上の就労が最低条件）

　 ※就労状況により 保育利用区分が異なり ます。

②産前産後

③保護者の疾病、 障害等

④家族・ 親族の介護・ 看護

⑤災害復旧

⑥求職活動

⑦就学・ 職業訓練

⑧虐待やD Vのおそれがある

⑨育児休業取得中の特例継続利用

⑩産後延長（ 産後終了後、 保育を必要と する場合）

⑪その他、 上記に類する状態と し て町長が認める場合

施　 設　 名 所在地・ 電話番号 受入年齢（ 入園時） 開園時間

【 鷲敷地区】

わじ き こ ども 園

和食郷字八幡原１ 番地

電話： 0 8 8 4 -6 2 -2 3 0 9
満６ ヶ 月児〜５ 歳児

7： 1 5 〜1 8： 1 5

※（ 土曜） 7： 3 0 〜1 3： 0 0

【 相生地区】

あいおいこ ども 園

［ 保育部］ 延野字王子原8 9 番地１

電話： 0 8 8 4 -6 2 -0 5 9 5
満６ ヶ 月児〜５ 歳児

7： 1 5 〜1 8： 1 5

※（ 土曜） 7： 3 0 〜1 3： 0 0［ 幼児部］ 延野字王子原9 3 番地１

電話： 0 8 8 4 -6 2 -2 7 8 7

【 上那賀地区】

ひら だにこ ども 園

大殿字中北1 4 番地

電話： 0 8 8 4 -6 7 -0 2 0 6
満１ 歳児〜５ 歳児

7： 4 5 〜1 7： 0 0

※（ 土曜） 7： 4 5 〜1 3： 0 0

【 木頭地区】

き と う こ ども 園

木頭和無田字ヨ シノ 3 7 番地１

電話： 0 8 8 4 -6 8 -2 1 0 8
満１ 歳児〜５ 歳児

7： 3 0 〜1 7： 4 5

※（ 土曜） 7： 3 0 〜1 3： 0 0

※土曜保育はすべての保護者が就労の場合のみ利用可。

【 町内認定こ ども 園一覧】

ご不明なこ と があり まし たら 、 お気軽にお問い合わせく ださ い。

【 お問い合わせ】 那賀町役場すこ やか子育て課　 TEL 0 8 84 － 62 － 1 1 5 0

期間内にお申し 込み下さ い！

那賀町
ホームページ

に掲載中
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世
界
を
知
っ
た
万
博

相
生
小
学
校

　
５
年

　
井
本

　
秀
桜

　
僕
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
思
い
出
は
、
万
博
に

行
っ
た
こ
と
で
す
。
万
博
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

館
、
イ
ン
ド
館
、
タ
イ
館
の
３
つ
に
行
き
ま
し

た
。
一
番
心
に
残
っ
た
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
館
で

の
ジ
ャ
ン
グ
ル
み
た
い
な
所
で
す
。
見
た
こ
と
の

な
い
よ
う
な
植
物
や
伝
統
的
な
道
具
な
ど
を
見
た

こ
と
で
す
。
僕
も
大
人
に
な
っ
た
ら
色
々
な
国
に

行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
他
に
は
キ
ッ
ザ
ニ
ア
甲
子
園
に
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
し
ょ
く
業
体
験
を
し
ま
し
た
。
ゲ
ー
ム

会
社
な
ど
六
つ
の
し
ょ
く
業
体
験
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
仕
事
の
大
変
さ
や
楽
し
さ
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
研
修
で
行
っ
た

場
所
は
ど
れ
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
所
で
ど
こ
も

楽
し
い
場
所
で
し
た
。
新
し
い
友
達
も
で
き
て
良

か
っ
た
で
す
。

将
来
の
私
に
な
る
た
め
に

鷲
敷
小
学
校

　
６
年

　
澤
井

　
　
初

　
私
は
、
大
阪
へ
の
研
修
で
ア
ベ
ノ
ハ
ル
カ
ス
や

万
博
、
キ
ッ
ザ
ニ
ア
に
行
き
ま
し
た
。
中
で
も
特

に
印
象
に
残
っ
た
場
所
は
、
万
博
で
す
。
私
は
ト

ル
コ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
に
行
き
ま
し
た
。
建
物
の
中

に
太
陽
と
月
み
た
い
な
物
が
あ
り
、
と
て
も
き
れ

い
で
し
た
。

　
今
回
の
研
修
で
、
私
が
学
ん
だ
こ
と
が
二
つ
あ

り
ま
す
。

　
ま
ず
一
つ
目
は
、
世
界
は
と
て
も
広
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
万
博
会
場
に
は
、
今
ま
で
聞
い
た
こ

と
が
な
か
っ
た
国
や
、
全
部
を
ま
わ
れ
な
い
程
あ

る
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
パ
ビ
リ
オ
ン
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。

　
二
つ
目
は
、
世
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
職
業
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
ッ
ザ
ニ
ア
に
行
っ
た

と
き
に
、そ
の
職
業
の
多
さ
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

私
は
将
来
の
夢
が
建
築
家
な
の
で
、
似
て
い
る
仕

事
の
不
動
産
を
選
び
ま
し
た
。
建
物
に
関
係
す
る

こ
と
を
体
験
で
き
て
、
新
し
い
発
見
や
楽
し
さ
を

知
り
、さ
ら
に
建
物
に
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。

実
際
に
仕
事
を
体
験
で
き
る
こ
と
は
、
将
来
何
を

し
た
い
の
か
決
め
て
い
る
子
も
決
ま
っ
て
な
い
子

も
、
と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
将
来
、
広
い
世
界
を
お
ど
ろ
か
す
建
築
家

に
な
り
ま
す
。

那
賀
町
小
学
生
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
参
加
し
て

相
生
小
学
校

　
５
年

　
藤
㟢

　
　
碧

　
関
西
へ
の
二
泊
三
日
の
研
修
に
参
加
し
て
、
那

賀
町
で
は
学
ぶ
こ
と
や
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い

き
ま
し
た
。

　
見
学
し
た
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は

キ
ッ
ザ
ニ
ア
甲
子
園
で
い
ろ
い
ろ
な
し
ょ
く
業
体

験
を
し
た
こ
と
で
す
。
ぼ
く
は
医
師
や
ゲ
ー
ム
ク

リ
エ
ー
タ
ー
な
ど
の
仕
事
を
体
験
し
ま
し
た
。

救
急
救
命
で
運
ば
れ
て
き
た
患
者
さ
ん
を
心
ぞ
う

マ
ッ
サ
ー
ジ
し
た
り
ゲ
ー
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

を
し
た
り
し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
の
内
容

や
大
変
さ
を
知
り
ま
し
た
。

　
今
ま
で
家
族
で
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、
関
西
万
博
の
会
場
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で

買
い
物
し
た
り
ホ
テ
ル
で
友
達
と
泊
ま
っ
た
り
初

め
て
体
験
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
研
修
で

学
ん
だ
こ
と
を
将
来
、
那
賀
町
の
た
め
に
活
か
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
研
修
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
研
修
に
行
っ
て
み
て

相
生
小
学
校

　
６
年

　
中
野

　
美
登

　
私
の
１
番
心
に
残
っ
て
い
る
場
所
は
、
あ
べ
の

ハ
ル
カ
ス
で
す
。
特
に
展
望
台
は
六
十
階
に
あ
っ

て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
上
が
り
ま
し
た
。
四
十
五
秒

で
着
い
た
の
に
は
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
を
お
り
る
と
大
阪
平
野
を
は
じ
め
と
す
る
広

大
な
景
色
が
一
望
で
き
て
感
動
し
ま
し
た
。
私
が

住
ん
で
い
る
那
賀
町
と
は
建
物
の
数
が
ち
が
い
す

ぎ
て
び
っ
く
り
も
し
ま
し
た
。
あ
と
ガ
ラ
ス
張
り

に
な
っ
て
い
て
少
し
こ
わ
か
っ
た
け
ど
、
歩
い
て

み
る
と
楽
し
か
っ
た
で
す
。
私
は
あ
べ
の
ハ
ル
カ

ス
に
着
い
た
時
、
少
し
体
調
が
悪
か
っ
た
の
で
す

が
一
緒
に
行
っ
て
い
た
友
だ
ち
や
教
育
委
員
会
の

方
に
優
し
く
し
て
も
ら
っ
て
上
ま
で
行
く
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
二
泊
三
日
の
研
修
で
私
は
都
会
の
楽
し
さ
と

田
舎
の
良
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

楽
し
か
っ
た
リ
ー
ダ
ー
研
修

相
生
小
学
校

　
５
年

　
神
野

　
杏
蒔

　
私
は
こ
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
一
番
印
象
に
残
っ

た
場
所
は
野
島
断
層
で
す
。
実
際
に
地
震
の
あ
と

を
見
て
自
然
の
力
の
こ
わ
さ
を
知
り
ま
し
た
。
今

後
発
生
す
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
こ
と
を
考

え
る
と
す
ご
く
不
安
で
す
。
で
も
震
災
を
経
験
し

た
人
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
身
を
守
る
対
さ

く
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
少
し
安
心
し
ま
し

た
。
日
頃
か
ら
地
震
に
備
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と

改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
印
象
に
残
っ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
大
阪
関
西
万
博
で
す
。
い
つ
も
と
ち
が

う
世
界
に
来
た
よ
う
で
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
し
た
。
外

国
の
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
私
が
行
っ
た

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
パ
ビ
リ
オ
ン
は
那
賀
町
の
よ
う

な
自
然
豊
か
な
国
で
、
生
き
物
も
た
く
さ
ん
い
て

か
わ
い
か
っ
た
で
す
。

　
こ
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
通
じ
て
み
ん
な
で
協
力

す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
友
達
と
一

緒
に
自
分
た
ち
で
考
え
て
行
動
し
、
い
ろ
い
ろ
な

小学校リ ーダー研修報告
　 令和７ 年２ 月８ 日㈯、 那賀町地域交流センタ ーにおいて開催

さ れた「 第 14 回那賀町を愛する心少年の主張弁論大会」 に出

場し た小学生を対象に、２ 泊３ 日（ ８ 月19 日〜21日）の小学校リ ー

ダー研修を別表の日程で実施し まし た。 その報告と して、 参加

者 10 名の感想文を紹介いたし ます。

8 月1 9日㈫ 北淡震災記念公園・ あべのハルカ ス展望台

大阪市内宿泊

8 月2 0日㈬ EXPO 202 5 大阪・ 関西万博

大阪市内宿泊

8 月2 1日㈭ キッ ザニア甲子園

第1 4 回「 那賀町を愛する心」

少年の主張弁論大会

経
験
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
楽
し
い
三
間
日

で
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
研
修

相
生
小
学
校

　
６
年

　
瀧

　
　
千
晴

　
北
淡
震
災
記
念
公
園
で
は
、
そ
の
時
の
家
の
中

や
町
の
様
子
な
ど
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
向

井
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
周
り
の
家
は
、
ほ
と
ん

ど
が
こ
わ
さ
れ
た
り
つ
ぶ
れ
た
り
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
祖
母
の
姉
た
ち
も
西

宮
市
で
震
災
に
あ
い
、
住
ん
で
い
た
家
が
こ
わ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
け
ど
「
家
族
全
員
が
無
事
だ
っ
た

の
で
よ
か
っ
た
」
と
、
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も

近
所
に
は
家
が
こ
わ
れ
て
下
じ
き
に
な
っ
て
死
ん

で
し
ま
っ
た
人
も
た
く
さ
ん
い
た
そ
う
で
す
。
私

は
ま
だ
震
災
の
こ
と
は
体
験
し
て
い
な
い
の
で
分

か
ら
な
い
け
ど
聞
い
て
い
る
だ
け
で
こ
わ
い
な
ぁ

と
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
何
年
か
近
く
に
起
こ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
」
の
こ

と
を
考
え
る
と
よ
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
地
震
な
ど
の
訓
練
に
は
、
積
極
的
に
参
加

し
て
知
し
き
を
も
っ
て
行
動
し
た
い
で
す
。

那
賀
町
か
ら
関
西
へ
友
達
と

　
　
　
　
　
　
　

学
ん
だ
未
来
に
つ
な
ぐ
体
験

鷲
敷
小
学
校

　
６
年

　
助
岡

　
彩
夏

　
私
は
こ
の
夏
、
那
賀
町
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
参

加
し
、関
西
方
面
へ
の
研
修
旅
行
に
行
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
研
修
で
は
、
淡
路
震
災
公
園
、
あ
べ
の

ハ
ル
カ
ス
、
大
阪
関
西
万
博
、
そ
し
て
キ
ッ
ザ
ニ

ア
を
訪
れ
、
多
く
の
学
び
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
特
に
印
象
に
残
っ
た
場
所
は
、
職
業
体
験
が
で

き
る
「
キ
ッ
ザ
ニ
ア
甲
子
園
」
で
す
。
私
が
体
験

し
た
職
業
は
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
屋
、
不
動
産
、

石
け
ん
工
場
、
介
護
施
設
の
体
験
を
し
ま
し
た
。

ど
れ
も
貴
重
な
体
験
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
石

け
ん
工
場
で
の
体
験
が
特
に
心
に
残
っ
て
い
ま

す
。
昔
か
ら
あ
る
牛
乳
石
け
ん
に
は
、
赤
と
青
の

箱
が
あ
り
ま
す
。
初
め
て
知
り
ま
し
た
が
、
赤
の

箱
は
「
バ
ラ
」
の
香
り
で
、
青
の
箱
は
「
ジ
ャ
ス

ミ
ン
」
の
香
り
が
す
る
こ
と
で
す
。
私
は
赤
の
箱

を
作
り
ま
し
た
。
作
る
前
に
は
、
か
み
の
毛
が
入

ら
な
い
よ
う
に
キ
ャ
ッ
プ
を
か
ぶ
っ
た
り
、
清
潔

な
服
を
着
た
り
し
て
、
も
の
を
作
る
だ
け
で
な
く

細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
「
仕
事
＝
お
金
を
も
ら
う
こ
と
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
け
れ
ど
、
仕
事
と

は
、
誰
か
の
役
に
立
つ
こ
と
。
人
を
笑
顔
に
し
た

り
、
助
け
た
り
す
る
こ
と
。
そ
ん
な
思
い
を
も
っ

て
働
く
こ
と
が
、
本
当
に
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　
今
回
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
通
し
て
、
那
賀
町
を

外
か
ら
見
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
災

害
か
ら
学
ぶ
命
の
重
さ
、
都
会
と
自
然
の
ち
が

い
、
未
来
を
せ
お
う
責
任
、
そ
し
て
「
働
く
こ
と
」

の
大
切
さ
な
ど
多
く
の
こ
と
を
知
れ
た
三
日
間
で

し
た
。

リ
ー
ダ
ー
研
修
会
に
参
加
し
て

相
生
小
学
校

　
６
年

　
新
田

　
美
侑

　
私
は
八
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
リ
ー

ダ
ー
研
修
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
特
に

印
象
に
残
っ
た
場
所
は
、
大
阪
万
博
で
す
。
と
て

も
大
き
な
会
場
で
世
界
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が

集
ま
っ
て
い
て
わ
く
わ
く
し
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な

パ
ビ
リ
オ
ン
を
回
れ
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
一
日
目
に
行
っ
た
北
淡
震
災
記
念
公
園
と
あ
べ

の
ハ
ル
カ
ス
も
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
は
思
っ
て
い
た
以
上
に
高
く

て
、
耳
が
キ
ー
ン
と
な
っ
て
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

　
震
災
公
園
で
は
一
九
九
五
年
に
起
こ
っ
た
阪
神

淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た
向
井
さ
ん
の
話
を
聞
い

た
り
、
倒
壊
し
た
様
子
の
再
現
模
型
や
当
時
の
写

真
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
災
害
や
震
災
が
多

い
世
の
中
で
、
人
事
で
は
な
い
、
ま
た
、
昔
の
こ

と
と
思
わ
ず
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
二
泊
三
日
は
ス
マ
ホ
が
な
か
っ
た
の
で
、
最
初

は
不
安
で
さ
み
し
か
っ
た
け
ど
、
友
達
と
話
を
し

た
り
、
ト
ラ
ン
プ
を
し
た
り
ス
マ
ホ
に
頼
ら
な
く

て
も
楽
し
く
過
ご
せ
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

「
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
参
加
し
て
」

鷲
敷
小
学
校

　
６
年

　
水
口

　
杏
夏

　
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
大
阪
関
西
万
博
や
キ
ッ
ザ
ニ

ア
甲
子
園
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
、
北
淡
震
災
記
念

公
園
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
場
所
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。

　
特
に
印
象
に
残
っ
た
場
所
は
２
つ
あ
っ
て
、
１

つ
目
は
大
阪
関
西
万
博
で
す
。
毎
日
テ
レ
ビ
で
放

送
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
一
度
は
行
っ
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
た
の
で
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い

ま
し
た
。
大
屋
根
リ
ン
グ
に
も
登
る
こ
と
が
で
き

て
感
動
し
ま
し
た
。
ト
ル
コ
パ
ビ
リ
オ
ン
で
は
、

ト
ル
コ
の
文
明
の
歴
史
な
ど
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
ト
ル
コ
に
興
味
を
持
つ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
２
つ
目
は
キ
ッ
ザ
ニ
ア
甲
子
園
で
す
。
石
け
ん

工
場
、
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
不
動
産
会
社

な
ど
色
々
な
職
業
を
体
験
し
ま
し
た
。
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
の
体
験
で
、
お
年
寄
り
の
か

い
ご
を
す
る
の
は
、
思
っ
た
以
上
に
と
て
も
大
変

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
仕
事
を
し
て
、
キ
ッ
ゾ
と
い

う
お
金
を
も
ら
う
こ
と
も
で
き
て
仕
事
を
す
る
喜

び
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
す
て
き
な
体
験
を
た
く
さ
ん
さ
せ
て
も
ら
っ
た

こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
忘
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
と
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
ち
が
う
学
校
の
子
と
も
交

流
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。

楽
し
か
っ
た
大
阪

鷲
敷
小
学
校

　
５
年

　
小
川

　
澄
真

　
ぼ
く
は
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
参
加
し
ま
し
た
。
家

族
以
外
と
の
旅
行
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
と
で
も

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
北
淡
震
災
記
念
公
園
で
語
り
部
さ
ん
か
ら
話
を

聞
い
た
り
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
展
望
台
で
大
阪
の

景
色
を
見
ま
し
た
。
キ
ッ
ザ
ニ
ア
で
は
い
ろ
ん
な

仕
事
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
研
修
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
大
阪

関
西
万
博
で
す
。
万
博
で
は
３
つ
の
パ
ビ
リ
オ
ン

に
行
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
館
で
は
本
物
の

よ
う
な
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
館

で
は
イ
ン
ド
で
暮
ら
す
人
の
様
子
や
、
置
物
・
布

を
見
ま
し
た
。
タ
イ
館
で
は
医
り
ょ
う
に
つ
い

て
学
び
ま
し
た
。
大
屋
根
リ
ン
グ
に
も
行
き
ま
し

た
。
木
で
作
ら
れ
て
い
て
す
ご
か
っ
た
で
す
。

　
研
修
で
は
、
新
し
い
友
達
も
で
き
て
と
て
も
楽
し

い
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
世
界
の
こ

と
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
学
ん
で
い
き
た
い
で
す
。
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　 ９ 月６ 日（ 土） むつみセンタ ーコ ート にて令和 7 年度 四国学年別ソ フト テニス大会県予選が開催さ れ、 鷲敷ジュ ニアの子供

達が素晴らし い結果を残してく れまし た！６ 年生女子の部では、陶久･ 岸ペアは決勝戦で毎回同じ 顔合わせと なる対戦相手にファ

イナルゲームまで縺れ込む大接戦と なり ましたが、惜し く も 準優勝と なり ました。 ５ 年生男子の部では木田 ･ 山澤ペアも 準優勝。

昨年度の学年別四国大会４ 年生の部で３ 位の好成績を残していた為、 今回の県予選では悔し い結果と なり まし た。 ４ 年生男子

の部では川田晃大く んが準優勝。 練習試合ではいつも 勝てていた相手だけに悔し い結果と なり まし たが、 ペアの宮本く んと 共

にすばらし いプレーを見せてく れまし た！３ 年生以下男女の部では岩川 ･ 山澤ペアが優勝。 前回のルーセント カップの調子を維持

し 、 初戦から決勝戦まで相手に１ゲームも 与えずに圧巻の優勝を納めまし た。 今回優勝、 準優勝のペアに加え、 ６ 年生男子の

部で鷲敷ジュ ニア 藤本･ 柏木ペア、 女子５ 年生の部で岩川 ･ 神野ペアも 高知県で開催さ れる四国大会に参加し ます。

令和７ 年度　 四国学年別ソ フ ト テニス大会　 徳島県予選

６年生女子の部 準優勝【 鷲敷ジュニア 陶久･岸ペア】　５年生男子の部 準優勝【 鷲敷ジュニア 木田・ 山澤ペア】

４年生男子の部 準優勝【 鷲敷ジュニア 川田晃大く ん】　３年生以下男女の部 優勝！【 鷲敷ジュニア 岩川・ 山澤ペア】

6年生女子の部　 準優勝

(左)山口小学校６年　 陶久 杏ちゃん

(右)鷲敷小学校５年　 岸 夢夏ちゃん

５年生男子の部　 準優勝

(左)鷲敷小学校５ 年　 木田 櫂斗く ん

(右)鷲敷小学校５ 年　 山澤 蒼雅く ん

４年生男子の部　 準優勝

(左)川田く んのペア　 宮本く ん

(右)鷲敷小学校４年　 川田 晃大く ん

３年生以下男女の部　 優勝

(左)鷲敷小学校３ 年　 岩川 皐月く ん

(右)鷲敷小学校３ 年　 山澤 心翔く ん

少年野球通信 ～少年野球チームの"活躍"をお知ら せし ます～

第2 3 回 少年野球相生大会 相生ク ラ ブ 優勝！

【 １ 回戦】 1 0 － 0 　 生比奈少年野球ク ラ ブ

【 準決勝】 0 2 － 0 　 新開少年野球部

【 決　 勝】 0 5 － 2 　 喜来キラ ーズスポーツ少年団

●試合結果● 

　 9 月 2 0 日、2 3 日に第 2 3 回少年野球相生大会が開催さ れまし た。県内の友好チームを招待し 、熱戦が繰り 広げら れた結果、

相生ク ラ ブが強豪喜来キラ ーズに勝利し 優勝を飾るこ と ができ まし た。

　 相生ク ラ ブに在籍する６ 年生７ 人にと っ ては、少年野球最後の大会でし た。こ ども 野球のつどいベスト ４ 、全国高野山大会、

広島県三原市長旗など多く の大会で活躍し てき た部員たちですが、 地元で開催さ れる相生大会に懸ける想いは強いも のがあ

り まし た。 ６ 年生で控えだっ た選手と 試合がし たい、 ６ 年生全員で優勝の N o .1 ポーズをし たい、 そう いっ た想いを持っ て

挑んだ結果、 最後の打者を打ち取ると 、 マウンド 周辺で歓喜の輪ができ たのでし た。 保護者と し ても 、 少年野球最終章で有

終の美を 飾っ た場面に立ち会えたこ と に、 感謝し たいと 思います。 町内企業様、 有志の皆様のご協力を得て、 今回も 相生大

会を 開催するこ と ができ まし た。 また、 多く の方に応援し ていただき まし た。 本当にあり がと う ございまし た。 今後、 1 8

人でチームが始動し ますが、 引き 続き 応援よろ し く お願いし ます。

●  相生ク ラ ブでは部員募集中です。 野球をし たいと 思う 方はいつでも 見学に来てく ださ い  ●

最優秀選手賞

（ 左）湯浅 勤賀く ん

優秀選手賞
（ 右）龍田 亜怜く ん

徳 島 県 社 会 福 祉 協 議 会 事 業

対 

象

小学校放課後ク ラ ブに在籍し ている

4 年生以上８ 名以内

連
絡
先

まんなかの学校

担当： フ ジソ ノ（ 090-4753-0119 ）

＃徳島県社会福祉
　 協議会

＃子どもの居場所

＃放課後クラブ

時　 間： 15 時3 0 分-17 時3 0 分

場　 所： 和食郷八幡原16 2
　 　 　 　（ まんなかの学校）

11月17 日（ 月）次の開催は

放課後山と 畑クラブ

地元和菓子屋さ んの氷柱サンド と
麦茶でティ ータ イ ム

9 月は、 育てた大麦から 麦茶を 作り まし た。

やっ てみたかっ た！「 と う み」 や「 石臼挽き 」 も

体験し まし た。
自然は楽し い発見がいっ ぱい！

石臼挽きは
反時計回り に

し たら 出たよ！

と う みで

実を選別

鷲敷のいい眺め

ブラ ンコ

【 申込み・ 問い合わせ】 那賀よし ク ラ ブ事務局（ 那賀町鷲敷 B& G 体育館内）　

TEL 0 8 84 -6 2 -1 3 0 0 　 　 FAX 0 8 8 4 -6 2 -15 7 3

「 第3 0 回 那賀よし ク ラ ブ杯グラ ウンド ゴルフ 大会」

当日は町内外 1 1 ク ラ ブより 1 0 9 名の参加者があり 、親睦を深めながら 、和気あいあいと 汗を 流し まし た。

優勝： 相西ク ラ ブ　 延　 秀世さ ん（ 4 4 打）

準優勝： 鷲敷Ｇ Ｇ ク ラ ブ　 坂　 栄子さ ん（ 4 7 打）　 　 第３ 位： 和田島Ｇ Ｇ ク ラ ブ　 植田　 良子さ ん（ 5 2 打）

☆那賀よ し ク ラ ブ 主催 ス ポーツ 大会の結果☆

９ 月９ 日㈫　 相生森林グラ ウンド 　 全８ ホール　 ３ ゲーム

第16回那賀川源流コ ンサート を開催し ます。
今年は長安口ダム下流で音楽を楽し も う

　 那賀川アフ タ ーフ ォ ーラ ムでは那賀川流域の上下流交流・ 地域活性化

や関係機関の連携推進を図る一環と し て、毎年「 那賀川源流コ ンサート 」

を開催し ており ます。

　 今年は、 長安口ダムの下流にある「 ド ローン広場（ 上那賀地区）」 で

開催し ますので、 演奏を楽し みにお越し く ださ い。

日　 時： 令和７ 年1 1月24 日（ 月） 1 0： 00 〜1 2： 3 0（ 予定）

場　 所： ド ローン広場（ 上那賀地区） 那賀町大戸谷口10

入　 場： 無料

主　 催： 那賀川アフ タ ーフ ォ ーラ ム　 協　 賛 : ゆきかう 那賀川推進会議

問合せ： 那賀川アフ タ ーフ ォ ーラ ム（ 森岡 0 9 0 -4 33 9 -1 3 4 1 )

写真は昨年の状況

参加者の集合写真

全員で「 ふるさ と 」 を合唱
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講　 師： 平木美鶴 氏

（ 日本版画協会会員・ 徳島大学名誉教授）

内　 容： 木版による年賀状の制作講座

募集要項： 15 名

（ 小学校４ 年生以上可・ 先着順）

参加費：  １ 名につき 50 0 円

申込方法 ： 1 1月18日㈫までに美術館

（ 62-111 7 ） に電話申し 込みく ださ い。

◆講座のお知ら せ　 　

古文書講座　 1 1月29日㈯

午後１ 時30 分〜３ 時3 0分

◆休館日のお知ら せ

展示替えのため12月2日㈫〜1 2月5日㈮

を臨時休館日と さ せていただき ます。

◇各講座の申込・ 問い合わせ：

相生森林美術館　 ☎ 0 884 -62 -1 1 1 7

那賀町山のおも ちゃ 美術館

◆おはなし 会

絵本の読み聞かせ、 季節の手遊び

開催日： 11 月1 6日㈰ 

時　 間： ① 11： 00 〜 11： 30

　 　 　 　 ② 14： 00 〜 14： 30

定　 員： どなたでも 　 参加費： 無料

◆木あそび『 端材ク ラ フ ト 』

開催日： 11 月 22 日㈯

時　 間： ① 11： 00

　 　 　 　 〜 12： 00

　 　 　 　 ② 14： 00

　 　 　 　 〜 15： 00

定　 員： 大人８ 名

　 　 　 　（ 小学生以下は保護者同伴） 

参加費： 80 0 円 

主　 催： あいあいら んど内の森林工房

◆木あそび『 木の花×那賀町の花×焼き板』

開催日： 11 月2 3日㈰

時　 間： ① 11： 00

　 　 　 　 〜 12： 00

　 　 　 　 ② 14： 00

　 　 　 　 〜 15： 00

定　 員： 各回４ 名（ 小学生以上）

参加費： 1 ,2 0 0 円

◆マグビルド であそぼう

開催日： 11 月2 3日㈰

時　 間： ① 10： 00 〜 12： 00

　 　 　 　 ② 13： 00 〜 16： 00

定　 員： どなたでも

参加費： 無料

各イ ベント 問い合わせ：

那賀町山のおも ちゃ 美術館

☎ 08 84-63 -8 1 1 0

那賀町消防署だより

◆秋の全国火災予防運動

11 月９ 日㈰から 11月15 日㈯までの一週

間、秋の火災予防運動を実施いたし ます。

こ の運動は、 町民の皆さ まに防火防災意

識や防災行動力を高めていただく こ と に

より 、 火災の発生を防ぎ、 万が一発生し

た場合にも 被害を最小限にと どめ、 火災

から 尊い命と 貴重な財産を守るこ と を目

的と し ています。

空気が乾燥し 火災が発生し やすく なっ て

おり ます。 火の取り 扱いには十分注意す

ると と も に、 火災を発見し た際は早期通

報をお願いいたし ます。 あわせて、 住宅

用火災警報器の設置、 点検、 必要であれ

ば交換も お願いいたし ます。

全ての住宅に設置が義務付けら れていま

す 家族を守る 住宅用火災警報器

四国放送から のお知ら せ

"FM 転 換 "を 目 指 す 四 国 放 送 ラ ジ オ

は、 AM 放送を 休止し て その影響を 検

証する 実証実験を 12 月から 始めます。

AM 126 9 kHz の聴取エリ アは次第に小

さく なり 、 来年３月 23 日には県内全域で

四国放送の AM ラジオが聴けなく なりま

す。 リ スナーの皆様にはご不便をおかけ

しますが、 今後は FM 放送（ 徳島・ 池田・ 日

和佐9 3 .0 M Hz、阿南93 .9M Hz）やrad iko

で四国放送ラジオをお楽し みく ださ い。

【 問い合わせ専用ダイ ヤル】

08 8-6 5 5 -7 6 6 6 （ 平日10 時〜18 時）

「 令和８年度アビコネクト 2 0 2 6 」

参加企業募集

障害のある方と 企業が気軽に交流できる

イ ベント「 アビコ ネク ト 」を開催し ます。  

企業と 障害者等の交流の場と し て設けて

おり 、 企業の障害者に対する理解促進や

実習先の確保につな がる き っ かけにも

なっ ています。

※就職を前提としたものではありません。

日　 時： 令和８ 年６ 月27日㈯

　 　 　 　 11： 30 〜 13： 00（ 予定） 

場　 所： ポリ テク センタ ー徳島

　 　 　 　（ 徳島職業能力開発促進センター） 

募集企業： 障害者雇用に関心がある企業

または必要性を感じ ている企業等 

参加者： ①障害者手帳や診断書等をお持

ちの方及びその保護者 等 

②特別支援学校の先生、就労支援ワーカー 等 

申込期限： 令和８ 年１ 月3 0日㈮

　 　 　 　 　（ 当日消印有効） 

参加費： 無料（ 交通費・ 昼食費は自己負

担と する） 

応募方法： 下記、 お問い合わせ先までご

連絡く ださ い。

参加企業募集中！

詳細はホームページを

ご覧く ださ い。

問い合わせ先： 〒77 0-0 82 3 　 徳島市出

来島本町１-５（ ハローワーク徳島５階 ）

独立行政法人 高齢・ 障害・ 求職者雇用

支援機構 徳島支部 高齢・ 障害者業務課 

☎ 0 88-611 -2 3 8 8 

林業振興課から のお知ら せ

那賀町では、森林の多面的機能維持増進

を 図るため、山林を 手放し たい方を 対象

に、山林の寄附を受付し ております。寄附

受付時の登記名義変更にかかる事務手続

きは、那賀町で負担し 、無償で受付いたし

ますので、お気軽にご相談く ださ い。

受付条件： ①土地の境界が明瞭である山

林（ 地籍調査実施済地 等） ②現所有者の

方の登記がなさ れている山林（ 相続登記 

等）  ③他の諸権利が付随していない山林

（ 地上権 等）

※町への売買について

那賀町では、 予算の範囲内で、 山林の買

取も 実施し ており ます。

買取条件： ①上記寄附受付条件を 満た

し ている 山林 ②既存の公有林と 近接し

ている山林 ③おおむね 5ha 以上の山林 

④森林環境教育等に活用でき る山林 等

◇問い合わせ： 那賀町役場林業振興課

☎ 088 4-6 2 -1 2 0 3

HP

HP

暮 ら し の情 報

1 1・ 1 2 月　 那賀よし ク ラ ブ

☆令和７ 年度会員募集中！

全教室初回無料体験実施中！

場所： 鷲敷 B& G 海洋センタ ー体育館

◆こ ども 体操教室　

毎週火曜日　 午後６ 時15 分〜７ 時1 5分

第１ ・ ３ 週は小学校低学年

第２ ・ ４ 週は幼児

◆歪み改善！ポールほぐ し 　

毎月第１ ・ ３ 火曜日　 午前1 0時〜1 1時

◆コ コ ロと カ ラ ダ、 すっ きり ヨ ガ

毎週木曜日　 午前10時〜11時

◆気軽に運動教室 《 ナカ スポ 》

毎月第１ ・ ３ 火曜日、 毎週木曜日

午前10時〜11時

◆ダンス教室（ Hip  Ho p ／ K-p o p ）

毎月第１ ・ ３ 土曜日

午後６ 時〜７ 時（ 小学６ 年生まで）

午後７ 時〜８ 時（ 中学生から ）

◆体幹バラ ンス★ポール＆ヨ ガ

毎月第１ ・ ３ 火曜日

午後７ 時30 分〜８ 時3 0分

◆オヤスミ まえのリ ラ ッ ク スヨ ガ

毎週木曜日　 午後７ 時30 分〜８ 時3 0分

※参加料等、 詳し い内容はク ラ ブ事務局

にある パン フ レ ッ ト を ご覧いただく か、

下記連絡先までお問い合わせく ださ い。

申込み・ 問い合わせ：

那賀よし ク ラ ブ事務局

（ 那賀町鷲敷Ｂ ＆Ｇ 体育館内）

☎ 0 884 -62 -1 3 0 0

FAX：  08 84-6 2 -1 5 7 3

女性のための生き方なんでも 相談

相談時間は、 1 回 50 分、 相談料は無料。

※面接相談・ 電話相談と も に予約が必要

◆面接相談・ 電話相談

毎週火曜日  午後１ 時〜午後４ 時まで

第２・ ４ 金曜日  午前1 0時〜午後12時

  午後１ 時〜午後４ 時まで

（ 祝日・ 年末年始は除きます。）

場所： 阿南市役所 5 階　 相談室

☎ 0 884 -22 -0 3 6 1

川口エネ・ ミ ュ ー便り

◆全国科学館連携協議会巡回展示

　「 かるたでよみとく わたしと 世界のつながり 」

地球の資源や生態系、 人々と のつながり

を、「 かるた」 形式のパネルで楽し く 紹

介し ます。

期　 間： 11 月１ 日㈯〜11 月3 0日㈰

時　 間： ９ ： 3 0 〜 16 ： 3 0

場　 所： 川口ダム自然エネルギーミ ュ ージアム　

　 　 　 　 環境学習室

観覧料： 無料

◆工作教室「 分光器を作ろう 」

身近な材料で簡単工作！分光器で光をの

ぞく と 、 虹色のひみつが見えてきます。

期　 間： 1 1 月１ 日㈯〜1 1 月3 0 日㈰の土日祝

時　 間： ９ ： 3 0 〜 16 ： 3 0

場　 所： 川口ダム自然エネルギーミ ュ ージアム　

　 　 　 　 環境学習室

材料費： 50 円

問い合わせ：

川口ダム自然エネルギー

ミ ュ ージアム

☎ 08 84-62 -2 2 0 9

四国南東部イ ベント 情報

◆海陽伊勢エビ祭り

開催日： 11 月2 3日㈰

時　 間： 10 ： 0 0 〜 14 ： 0 0

場　 所： 宍喰漁港（ 徳島県海陽町）

問い合わせ： 海陽町観光協会

☎ 08 84-76 -3 0 5 0

◆中岡慎太郎墓前祭

開催日： 11 月1 7日㈪

場　 所： 中岡慎太郎館周辺（ 高知県北川村）

問い合わせ： 北川村文化観光公社

☎ 08 87-30 -1 9 7 2

◆田野町産業まつり

開催日： 11 月2 3日㈰

時　 間： 10 ： 00 〜 14 ： 00

場　 所： 田野町ふれあいセンタ ー前駐車場

　 　 　 　（ 高知県田野町）

問い合わせ： 田野町産業まつり 実行委員会

☎ 08 87-38 -2 8 1 3

◆空谷記念全国水墨画展

開催日： 11 月2 9日㈯〜12 月７ 日㈰

時　 間： ９ ： 0 0 〜 17 ： 0 0

　 　 　 　（ 初日のみ12： 00 〜）

場　 所： 田野町ふれあいセンタ ー

　 　 　 　（ 高知県田野町）

問い合わせ： 田野町全国水墨画展実行委員会

☎ 08 87-38 -2 5 1 1

◆開館 4 0 周年記念特別展Ⅲ

　「 ハレの日、 めでたき モノ たち」

開催日： 11月22 日㈯〜２ 月１ 日㈰

時　 間： ９ ： 00 〜 17： 00

場　 所： 安芸市立歴史民俗資料館

　 　 　 　（ 高知県安芸市）

問い合わせ： 安芸市立歴史民俗資料館

☎ 08 87-34 -3 7 0 6

◆みのり の王国芸西フ ェ スタ

開催日： 11月16 日㈰

時　 間： 10： 00 〜 15： 00

場　 所： 芸西村憩ヶ 丘運動公園

　 　 　 　（ 高知県芸西村）

問い合わせ： 芸西フ ェ スタ 実行委員会

芸西村役場企画振興課内

☎ 08 87-33 -2 1 1 4

◆カ シオワールド オープン

開催日： 11月27 日㈭〜11月30 日㈰

場　 所： Ko ch i黒潮カ ント リ ーク ラ ブ

　 　 　 　（ 高知県芸西村）

問い合わせ： 芸西村役場企画振興課

☎ 08 87-33 -2 1 1 4

相生森林美術館だより

◆館蔵品展－木の彫刻と 木版画－

開催日： 〜1 1月30日㈰まで

休館日： 毎週月曜日（ 祝日の場合翌日）

入館料： 一般（ 高校生以上） 330 円

　 　 　 　 中学生以下無料

当館が所蔵する木彫・ 木版画作品を展示

し て いま す。 な お、 1 1月15日㈯、16日

㈰は「 関西文化の日」 実施につき 入館料

を無料と いたし ます。

◆木版画実技講座「 年賀状を作ろ う 」

　 受講生募集・ 要申込

日　 時： 11 月 2 4 日（ 月・ 振休）

　 　 　 　 午前 1 0 時〜午後４ 時

（ 一社）みなみ阿波

観光局HP

（ 一社）高知県東部

観光協議会HP

HP
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鷲 敷 図 書 室 だ よ り

新着本を紹介し ます

眩光の彼方 岡田　 真理

イ ノ センス 誉田　 哲也

あなたが僕の父 小野寺史宜

本でし た 又吉直樹／ヨ シタ ケシンスケ

翠雨の人 伊予原　 新

給水塔から 見た虹は 窪　 　 美澄

誓いの簪 天羽　 　 恵

天までのぼれ 中脇　 初枝

かぶきも ん 米原　 　 信

涙の箱 ハン・ ガン

ミ ス・ サンシャ イ ン 吉田　 修一

８ 番出口 川村　 元気

シン・ 華僑の教え 新井亨／鄭剣豪

日々を愉し むおやつと 飲みも の 若山　 曜子

ズルい親ほど子は育つ！ 咲良と も こ

■児童書　

パンどろ ぼう と スイ ーツおう じ 柴田ケイ コ

ペンギンたんけんたい さー ばく のかいぶつ 斉藤　 　 洋

さ かなのきょ う だいド レミ フ ァ ソ 武井　 史織

れいぞう こ のかみさ ま う えだし げこ

モモ　 絵本版 ミ ヒ ャ エル・ エンデ

く またのびっ く り だいさ く せん 柴田ケイ コ

まだ大どろぼう になっ ていないあなたへ

ヨ シタ ケシンスケ

走力アッ プド リ ル 村田　 和哉

すごすぎる音楽の図鑑 反田　 恭平

■一般書

60 代大人旅の愉し みと 工夫 小暮　 涼子

すごいコ アラ ！ 平川動物公園

■ 鷲敷図書室
【 休室日】 月曜・ 火曜

【 開室時間】  9： 00〜12： 00、 13： 00〜16： 00

　 ※木頭図書館・ 県立図書館の本も 貸出でき ま す。

T EL･F AX 0884－63－0117

木 頭 図 書 館 だ よ り

新着本を紹介し ます

＊ ご利用く ださ いませ ＊ 木頭図書館　 蔵書

８ 番出口 川村　 元気

八月の銀の雪 伊与　 原新

蜻蛉の夏 垣根　 涼介

新人女警 吉川　 英梨

戦争ト ラ ウマを生き るｰ語ら れなかっ た日本と アジアの戦

争被害、 傷ついたも の　 黒井秋夫／蟻塚亮二

戦争みたいな味がする グレイ ス・ Ｍ . チョ ー

野草・ 山菜・ き のこ 図鑑 ｰ 一年中使える フ ィ ールド ガイ ド 決定版！

茸本朗／ H S

〈 わたし 〉 から はじ める地方論ｰ縮小し ても 豊かな

｢自律対話型社会｣へ向けて 工藤　 尚悟

「 風の谷」と いう 希望ｰ残すに値する未来をつく る 安宅　 和人

砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田　 邦男

吾も 老の花 阿川佐和子

半う つ　 憂う つ以上・ う つ未満 平　 　 光源

■児童書

かみなり せんにょ と いなづませんにょ チンテラ ム／ハンガン

まてないの ヨ シタ ケシンスケ

そら のさ んぽ 荒井良二／石津ちひろ

ぐ う たら ねこ ひがし ちから

き ょ う り ゅう かく れんぼ ラ デイ マー・ アレッ ク ス

一年一組せんせいあのね ２ 鹿島　 和夫

挑戦する田んぼ ｰ 生き も のたちと お米を作る 安田　 弘法

■一般書

エピク ロスの処方箋 夏川　 草介

白鷺立つ 住田　 　 祐

ひまわり 新川　 帆立

■ 木頭図書館
【 休館日】 日曜・ 祝日・ 第３ 月曜日

【 開館時間】 10： 30〜18： 00（ 土曜は17： 00ま で）

　 ※１ 人10冊ま で。 貸出期間は２ 週間です。

T EL 0884－68－2226

F AX 0884－68－2566

お知ら せ

●古く なっ た本や雑誌を 無料配布いたし ます。 どなたでも ご利用く ださ いませ。

　 日時： 1 1 月 3 0 日㈰〈 木頭産業文化祭〉 〜 1 2 月 1 3 日㈯　 　 場所： 木頭文化会館ロビー

●団体貸出し 先募集中

学校や施設など、 まとまった冊数の本を長期間貸出し できます。 お問い合わせく ださ い。

那賀交番から のお知ら せ 令和７ 年 1 1 月

薄暮・ 夜間は 反射材用品 を身につけまし ょ う ！

～着けた光があなたの命を守り ます！～

新たに把握し た玩具と 称し た真正拳銃

薄暮・ 夜間の交通事故で亡く なっ た方の約半数は「 歩行者」 でそのほと んどが「 反射材用品非着用」 と なっ ています。

こ の度、 新たに国内で流通し ている海外製の玩具拳銃が真正拳銃と 同様の発

射機能を 有し ているこ と が確認さ れまし た。 こ の拳銃を輸入・ 所持・ 販売等

するこ と は違法です。 お持ちの方は速やかに回収期間までに最寄り の警察署

まで届け出てく ださ い。

❶ 銃身及び弾倉が貫通し ている

❷ 弾倉または薬室に実包の装填が可能である

❸ 撃針を有し 、 薬莢の雷管の部分を打撃し て弾丸

　  を発射する撃発機構を有し ている

歩行者が、 薄暮や夜間に交通事故に遭わないよう にするには、 反射材用品を活

用する（ 身につける） こと や明るい目立つ色の服を着用すること が効果的です。

【 統計データ 】 R 元年 R2 R3 R4 R5 過去５年合計

交通事故死者数 41 20 32 2 3 2 8 1 4 4

う ち夜間死者 2 3 5 11 10 1 5 6 4

夜間死者のう ち歩行者 1 3 1 8 5 10 3 7

（ 割合） 56 .5 % 2 0 % 7 2 .7 % 5 0 .0 % 6 6 .7 % 5 7 .8 %

う ち反射材非着用 1 3 1 7 4 9 3 4

（ 割合） 1 00% 10 0 % 8 7 .5 % 8 0 .0 % 9 0 .0 % 9 1 .9 %

【 色の違いによ る見え方】

▲自動車の運転席から 見た状況

（ 下向き ラ イ ト ） （ 上向き ラ イ ト ）

違法性の
ポイ ント 回収期間： 令和７ 年12 月31日まで

警察署に提出
し てく ださ い

夜は反射材用品を

つけてね！

【 反射材の効果】

那賀町地域子育て支援センタ ーから のお知ら せ
開所日： 平日（ ９： 0 0 ～1 7： 0 0 ） 　 TEL 0 8 8 4 − 6 4 − 1 2 2 0

★ 2 0 2 5 年９ 月の利用者数

5 4 名

★あいおいこ ども 園

　（ 火・ 木曜日の９： 0 0 ～1 2： 0 0 ）

★ひら だにこ ども 園

　（ 木曜日の９： 0 0 ～1 2： 0 0 ）

★き と う こ ども 園

　（ 水曜日の９： 0 0 ～1 2： 0 0 ）

★出張ひろ ば（ 旧桜谷保育園）

　（ 水曜日の９： 0 0 ～1 2： 0 0 ）

各こ ども 園の

子育て支援日について

※出張ひろ ばのみ前週の金曜日まで

に 予約を し て く だ さ い。 予約は

那賀町地域子育て 支援セ ン タ ー

まで。

TE L  0 8 8 4 − 6 4 − 1 2 2 0

2 0 2 5 年1 1 月７ 日～1 2 月６ 日までの行事予定
1 1 月　 1 4 日(金)　 1 0： 3 0 ～1 1： 0 0 親子ヨ ガ

　 　 　 1 8 日(火)　 1 0： 3 0 ～1 1： 0 0 お話し 会（ お話し 玉手箱さ ん）

　 　 　 2 0 日(木)　 1 0： 0 0 ～1 2： 0 0 那賀町山のおも ちゃ 美術館であそぼう

　 　 　 2 7 日(木) 避難訓練

1 2 月　 1 日(月) 英語であそぼう

　 　 　 2 日(火) 1 2 月生まれのお友だちお誕生日おめでとう ♪

那賀町
ホームページ

に掲載中

1 1 月８ 日㈯は、 フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ セン タ ーの提供会員の方が来て

く ださ り 、 保護者の方や、 子ども さ んと の触れ合いの時間を 一緒に過ごし

てく ださ います。 ぜひ、 遊びに来てく ださ いね♪

プロ グラ ムが変更・ 中止になる 場合も あり ます。 ご理解と ご協力を お願いいたし ます。

（ プロ グラ ムは午前中に行っ ています。 ） 不明な点があり まし たら 那賀町地域子育て

支援セン タ ーまでお問い合わせく ださ い。

那賀町すこ やか子育て課のイ ン スタ グラ ムにも 、 支援セン タ ーやフ ァ ミ

リ ーサポート セン タ ーのお知ら せ等を 投稿さ せて も ら っ ていますので、

ご覧く ださ い。（ アカ ウン ト ID ： @ na ka _ ko s od a te ）

1 1 月の土曜開所日は８ 日㈯と 2 2 日㈯です。

1 1 月 1 0 日㈪と ２ ５ 日㈫は閉所と さ せていただき ます。

1 1 月７ 日㈮雨天の場合、 わじ き こ ど も 園の２ 歳児・ ３ 歳児の親子の方が、 子育て支

援セン タ ーに遊びに来てく ださ る こ と になっ ています。 駐車場がいっ ぱいになり ます

ので、 支援セン タ ーを ご利用の際は、 お気を 付けてお越し く ださ い。
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上那賀地区のみなさ んへ

1 2 月の大型ゴミ の受付は1 1 月末までです！

上那賀地区の大型ゴミ 収集は 1 2 月ですが、 受付は収集月の前月中までです。

※各地区の収集日はゴミ 収集カ レンダーでご確認く ださ い。

受付期日までに役場窓口でシール券をご購入く ださ い。

・ 大型ゴミ の品目によっ てシール券の金額は異なり ます

　（ 詳し く は窓口または環境課へおたずねく ださ い）。

・ １ 回の回収で１ 世帯につき 10 個まで大型ゴミ が出せます。

・ 直接のお持ち込みについては那賀町ク リ ーンセンタ ー

（ ℡ 0 8 84 －6 4 －0 7 5 4 ）へご連絡く ださ い。

　【 問い合わせ先】　 那賀町役場環境課　 ℡ 0 8 8 4 ー 6 2 ー 1 1 9 2

●売上数量

　 1,016㎥

　（ 276,606才）

樹種 長さ 径 級 平 均 単 価

杉

３ ｍ

10～13 7 ,5 0 0円/㎥

14～16 1 2 ,0 0 0円/㎥

18～22 14 ,0 0 0円/㎥

４ ｍ

10～13 9 ,0 0 0円/㎥

14～16 1 2 ,0 0 0円/㎥

18～32 1 6 ,0 0 0円/㎥

樹種 長さ 径 級 平 均 単 価

桧

３ ｍ

1 0～13 7 ,5 0 0 円/㎥

14 ～1 6 18 ,5 0 0 円/㎥

1 8～22 18 ,5 0 0 円/㎥

４ ｍ

10～13 9 ,0 0 0 円/㎥

14 ～16 18 ,5 0 0 円/㎥

18～22 18 ,5 0 0 円/㎥

令和７ 年

木材市況
《  相生共販所 》

９ 月

1 1 月の行政相談開設日
開催日時 相談所 相談委員

11月20日㈭ 10時　 〜12時　 那賀町地域交流センター 西田　 　 整 委員

11月26日㈬ 10時　 〜12時　 相生老人福祉センタ ー 西本　 安廣 委員

11月21日㈮ 13時半〜15時半 上 那 賀 支 所 岩崎　 美可 委員

1 1 月の人権相談
相談は無料で秘密は固く 守られます。 お気軽に人権擁護

委員にご相談く ださい。

相 談 日　 11月14日㈮　 10： 00〜12： 00
相談場所　 鷲敷地域交流センタ ー
相談を 希望さ れる 方は前日までに住民課

（ TEL 0 8 8 4 －6 2 －1 1 9 4 ） までご連絡く ださ い。

那賀町
ホームページ

に掲載中
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　 警察庁で は、 毎年「 1 1 月

2 5 日から 1 2 月１ 日まで」 を

「 犯罪被害者週間」 と 定めて

おり ます。

　 令和７ 年度にはさ ら に社会

全体で犯罪被害者等を支える

気運の醸成を図るため、「 11月

１日から12月１日まで」 を「 犯

罪被害者等支援広報啓発強化

期間」 として設定しました。

　 警察庁では、 犯罪被害者等

施策と し て犯罪被害に遭われ

た方・ 支援者のためのポータ

ルサイ ト ギュ っ と CH を運営

し ており ます。

h t tp s : //w w w .n p a .

g o . j p /h a n za ih ig a i/

p o rta l/ind ex .h tm l

　 公式Ｘ では、 犯罪被害者等

支援に関する施策や取組の紹

介、イベント の告知のほか様々

な情報発信を行っています。

h t tp s : //w w w .n p a .

g o . j p / t w i t t e r /

a b o u t_ g yu tto ch a n _

np a .h tm l

犯罪被害者等支援
広報啓発強化期間

ギュ っ と ちゃん

地域おこし協力隊　 通信
鷲敷地区担当　 多田　 篤史

　 信じられない酷暑の夏もアッという 間に過ぎ去って、 虫の音の心地良い季

節になり ましたね。 太龍寺ロープウェイの隣の旅館 いやし 亭心
こ

空
く う

もグランド

オープンから 早や１ 年が過ぎ、 秋遍路のシーズン真っ只中、 毎日慌ただしく

お接待に従事しています。

　 受け入れ施設の使用されてなかった旧厨房のスペースを活用して修繕し、

地域住民の皆様にちょっとひと 息憩いの場、 ふれあいの場にしようと 予定して

いるカフェ作り の工事も少しずつではあり ますが完成に近づいています。 お遍

路さんの宿としてだけでなく 、 那賀町の活性化にも繋がるよう に、 より 沢山の

人が足を運んでく れる施設を目指し魅力ある旅館にしていきたいと 思っています。 今のところは毎週水曜日と 土日の週末

には限定ランチの営業をしていて楽しく 接客対応していますし、 日帰り の入浴も那賀町民の皆さんには割引きや、 更に

オト クな入浴回数券もあり ます。 銭湯代わり に是非一度ご利用ください。 今後とも引き続きご支援ヨロシクお願いします。

　 令和７ 年９ 月2 8 日に木沢大運動会が開催さ れまし た。 今年は新種目を 加え、 さ ら にパワーアッ プ。 地域住民、

そのご家族等約1 5 0 人が集い、 恐竜飛び入り 参加の、 大人も 子供も 大盛り 上がり の楽し い運動日和と なり まし た！

木沢大運動会が開催さ れまし た！

令和７ 年北川舞台公演・第21回拝宮農村舞台公演 開催報告
　 令和７ 年９ 月28日に「 令和７ 年北川

舞台公演」 が開催さ れま し た。 あいにく

の天候にも かかわら ず、 約100人の観客

が来場。 木偶舎や丹生谷清流座によ る 人

形浄瑠璃、 地元北川座の演劇が披露さ れ、

地域の伝統芸能を楽し む温かい公演と な

り ま し た。

　 10月４ 日には「 第21回拝宮農村舞台公演」 が拝宮・ 白人神

社境内で開催さ れま し た。 地域内外から 多く の来場者が集ま り 、

美し い自然に囲ま れた舞台で、 あすなろバレ エス タ ジオ、 丹生

谷清流座、 那賀高等学校人形浄瑠璃部、 拝宮車樂（ だんじ り ）

など が出演し 、 華やかな演技と 伝統文化が披露さ れま し た。 ま

た、 那賀町小浜出身の田上ひろし さ んが司会を務め、 公演をよ

り 盛り 上げま し た。 特に、 地元の高校生たちによ る 人形浄瑠璃

の公演では、 その卓越し た技術と 若い感性が融合し 、 観客を魅

了し ま し た。 公演の最後にはク イ ズ大会が行われ、 会場が一体

と なり 、 大いに盛り 上がり ま し た。
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「 那賀町じ ぶん課」の利用登録にはアク セスカ ード が必要です

那賀町HP 那賀町じ ぶん課 【 配布場所】 那賀町役場本庁、 相生支所、 上那賀支所、 木沢支所、 木頭支所

那賀町役場で無料配布し ています

安
あん

藤
どう

 充
みつき

紀ちゃ ん

木頭和無田（ 木頭）

１ 歳になるお子様の写真を募集し ています

ご提供いただいた写真は広報、

CATV にて掲載、 放送いたし ます。

【 お問い合わせ先】

那賀町ケーブルテレ ビ（ TEL 0 8 8 4 -6 4 -1 1 2 3 ）

100

おめでと う ござ います

堀本　 沙代子様（ 那賀町中山）

大正1 4 年８ 月１ 日　 生まれ

　 入居さ れている有料老人ホームにてお祝い会が開催さ れ、 祝状

の贈呈をいたし まし た。

　 今のお気持ち は？と 司会者に問われる と 、「 あり がと う ござ い

ます。 皆さ んがよ く し てく れる おかげです。」 と 、 嬉し 涙が混じ

り つつも 張り のある お声で答えてく ださ いまし た。

　 こ れから も お元気で長生き し てく ださ い。
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　 地域の若者たち（ D M F 実行委員会【 山武者・ 相生青年団・ あいあいネッ ト・ 那賀人】） が手作り で運営する 人気イ ベント 「 第

５ 回那賀木頭杉丸太走り 大会」 が、 2 0 2 5 年９ 月 1 4 日（ 日） にも みじ 川温泉前川口ダム湖で開催さ れまし た。 今年で５ 回

目を 迎えたこ の大会は、 ト ーナメ ン ト 形式で２ 名ずつが競い合う 白熱し たバト ルが展開。 湖面上に並んだ一本の丸太の上を

駆け抜けながら バラ ン スを 保つと いう 、 見た目以上に難易度の高いスリ ル満点の競技。  町内外から 7 5 名が参加し 、 挑戦

者たち は技術と 集中力を 極限まで試さ れる 戦いに挑みまし た。 競技では「 バラ ン ス」 と 「 スピ ード 」 が勝敗の鍵を握り 、 挑

戦者たち の気迫あふれる 滑走が観客の注目を 集めまし た。 丸太の上で誇り をかけて全力で挑む姿に、 会場は大いに盛り 上が

り 、 歓声と 熱気に包まれた一日と なり まし た。

丸太走り大会 大盛況！バランスと気迫で

駆け抜けろ！

男 

子

女 

子

１位　 山崎　 碧斗さ ん（ 那賀町）

２位　 中崎　 大輔さ ん（ 板野町）

３位　 西田　 知弘さ ん（ 阿南市）

１位　 小林　 音色さ ん（ 香川県）

２位　 瀬谷　 祐子さ ん（ 徳島市）

３位　 津田　 　 翠さ ん（ 佐那河内村）
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